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はしがき

昭和 39 年 2 月に，土地利用研究 IC関する共同研究の成果ぬが刊行された。われわれもこの共同研究に

参加する機会を得た。そして，乙れを一つの契機として，土地利用研究をすすめることができた。

共同研究の成果である「土地利用区分方法」は，各土地利用種(耕・草・林地利用) IC対する土地資源

の利用可能性・利用適性を「生産科学的」立場から担握する方法と土地利用区分の基準を提示した。

ところで，われわれがこれまですすめてきた土地利用研究は，上述の「土地利用区分方法」において論

及されている林地利用の経営経済的側面の問題を，実態調査を重ねながら整理する乙とに重点をおいてき

た。しかし，乙の「土地利用区分方法J の研究が本来意図したものは，戦後におけるわが関農林業の土地

利用競合問題に合理的解決を与え，土地利用の高度化，すなわち未利用および粗放利用の土地の集約的利

用をはかるために，科学的な利用区分の基準を求めることにあった。その意味ではきわめて実践的なもの

であった。このためには， 1"土地利用区分方法」にもとづく土地資源の「生産科学的」把握が，政策的あ

るいは制度的な条件を考慮に入れたいわゆる地域土地利用計画l に結びつくことが必要になる。したがって

「土地利用区分方法」から地域林業計画論へと研究を展開させていくことは， 1"土地利用区分方法」を研

究の出発点としたわれわれの当然の課題といえよう。しかし， 1"土地利用区分方法」の示した土地資源の

「生産科学的」な担え方と土地利用区分の手法は，静態的なものであり，・これをきわめて動態的な現実経

済社会の中で，地域土地利用計画として組み立てるためには，考究すべき多くの問題を残している。した

がって，本論で，経済計画としての地域林業計画論IC正面から取り組むことは，現在のわれわれにとって

はあまりにも重荷であると告白せざるを得ない。乙の意味で，われわれは地域林業計画問題が，土地利用

研究の方向からいっても，また地域所得較差の是正あるいは林業構造改善等がクローズアップされる今

日，重要な研究課題であることを一一分認識しながらも，本稿においては「土地利用区分方法」においてと

りあげている林地利用の経営経済的問題の検討，整理を中心とし，そのなかで地域計画問題に関連するも

のとして，土地利用区分の経済的指標である地域純生産の検討を試みた。すなわち，第 I 章において地域

純生産の概念を明確にし，第E章では区分のための諸経済指標の相互関連を分析し，第皿章では地域純生

産計測の手順と計測上の若干の問題を明らかにし，第IV章では地域を対象として地域純生産を推算した事

例を掲げた。第V章においては，地域林業計画のためのプレームワークを設定し，そのなかで地域純生産

の果たす機能を明らかにするなど，地域林業計画化のための 2 ・ 3 の問題の解明を試みた。したがって，

本稿は地域林業計画に関する予備的考察の範囲をでていないが，今後の展開を期して，土地利用研究の第

l 報をど報告する次第である。

なお，本稿は上述の「共同研究」を契機として生まれたものであるが，共同研究の終了後も，われわれ

で共同調査をつづけ，そのつど成果を「林業経済」刷拙拙 「林業技術J 57) 1"山林J 16) 1"林業経済研究

会報」倒的および「臼本林学会講演集」州問 4印刷灼に発表してきた。 本稿は乙れらの成果を整理し

つつ，われわれ 2 人のたび重なる共同討議を経て作成されたものであることをつけくわえておく。

本研究をすすめるにあたっては，共同研究の総括機関であった農林省農林水産技術会議に，吉沢らとと

もに出向し共同研究の企画・推進に当たられた林 健一氏をはじめ多くの共同研究の関係者，とくに林業

試験場経営部長原敬造氏，前経営部長(現北海道支場長)小幡進氏，経営科長大内晃氏，経済科長江

畑奈良男氏，前経済研究室長(現愛媛大学教授)松島良雄氏，経済研究室長野村 勇氏，経営研究室長紙
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野伸二氏はじめ経営部の研究員各位にいろいろど指導をいただいた。乙こに深甚なる謝意を表わしたい。

なかでも「共同研究J のはじめから関係し，長期にわたりど指導いただし 3た松島良雄氏に対し，また乙の

小論の原稿を閲読され，幾多の示唆をあたえられた野村室長1r感謝を捧げる次第である。

最後に，乙の研究過程で，現地調査に際してご支援いただいた現地の方々に心からお礼のことばを申し

上げる次第である。

I 林業と地域純生産

本章では，地域純生産の考え方を明らかにするため，それに必要な幾つかの概念と，その地域純生産視

点のもとで，これまでに林業がいかに論ぜられてきたかの 2 点について整理する。

1.概念

まず，純生産概念と収益・所得概念の違いについて，大槻正男ら 33) 臼 36) の所論を参考にしながら整理

すると，次のようにいうととができる。すなわち，純生産(付加価値とも別言されるが)が，生産活動の

成果すなわち生産より物財費と資本の消耗額を控除した残額で，いまだ各生産要素への帰属，および各生

産要素用役提供者への分配の行なわれていない総体概念と考えられるのに対して，収益は，その純生産を

得るための生産lこ貢献した各生産要素へ分配すると乙ろの機能的分配概念，また所得は，その収益を各生

産要素用役提供者へ分配するところの，人的分配概念であるという点である。

地域純生産概念は，上述の収益・所得概念と異なって，生産活動の成果l乙関する総体概念である純生産

概念を地域という場(枠のもと)で考えるものであって，両者は一致した概念である。したがって，地域

純生産概念は，その地域を l つの生産単位と考え，そ乙での生産活動の成果すなわち地域粗生産より，そ

れを挙げるに要した資本の消耗および地域外からその地域内K搬入された物財費を控除した残額で，いま

だ各生産要素九の帰属および各生産要素用役提供者への分配の行なわれていない総体概念ということがで

きる。

2. 開題

いま，ある地域を想定し，そこでは農業などの各種産業部門K加えて林業部門によって，地域の産業が

構成されているものとする。

さて， ζ 乙では上述した地域純生産視点から，その地域において地域の林業が，その地域社会，地域経

済にたいしてどのような影響を与え，またどのような寄与をしているか，さらには，その地域における林

業と農業との関連一一地域経済にたいする，また土地利用競合におけるーーを知りたい。そこでわれわれ

は，関係文献からつぎの 4 文献 文 (18) ，文 (4) ，文 (34) ，文 (9)ーーを用い，これら各文献が上述の問

題へと、のように接近しているかについて，以下課題ー→方法一→指標の順序で整理する。

文(18) :林地の経済的性質，農林業の土地利用競合問題ー→樹種選択・森林構造の経済的側面一一林業

の社会的収益ー→樹種別，年. ha当たり生産段階別(苗木生産，林木生産，副産物利用，伐出・製炭，木

材粗加工，木材精加工)林業の社会的純生産。

文 (4) :地域社会に直結した合理的な用材林業の育成ー→用材林業の特徴ー→主要林業モデルの地域所

得一→年・ ha当たり各生産工程別(育林，伐木造材，小出し，運材，加工)地域所得。

文 (34) :国有林が地元経済とくに地元山村民の雇用量，所得に与える影響ー→用材林化のために必要な
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継続的な造林投資ー→造林投資のi直接・問接効果判ー→分期別，業積別(造林，林道，伐出，製材，製炭)

総扉用量および総所得。

文 (9) :地域経済 !C巣たす林業・農業の役割ー→地域林業・農業の変ぼうー→地域総所得に占める地域

林業・農業所得の推移(林産・農産加工を含む)ー→地域所得総額，地域林業・農業所得総額の計浪~ (分

析の必要に応じて地域住民 l 人当たりに換算して使用)。

以上の整理から，次の 2 点について各文献における共通点をみいだした。まず第 l の点は，各文献のも

つ地域林業l乙関する課題が，前述の地域純生産視点，すなわちその地域における林業の生産活動の成果を

まずもってその地域全体として把握し，そのととによって次には地域内の林業経営の収益，地域内林業生

産従事者の所得の大枠を明らかにし， しかも地域社会への寄与の面を考えるという観点にたっているとこ

ろに，共通した点をもっている。第 2 の点は，各文献では対象とする地域*2 を異にしている乙となどから

当然，前述の課題に接近する方法と指標に違いをみせているけれども，各文献では，次章以降で考察の焦

点の l つになる地域純生産計測の際の生産段階の範囲のとり方lζ関しては，いずれも育林から加工さらに

運輸過程にまでわたる範囲を包括している点に，共通した点をもっている。

11 I土地利用区分方法」における諸経済指標の相E関連

1. はじめに

区分のための諸経済指標の相互関連の考察にさきだって，われわれは前章 I において，その前論に当た

る問題として，経済指標のための基礎的概念，および経済指標のうちでもとくに注目していきたい地域純

生産視点からみた地域における林業のもつ課題とその摘出方法について. 2. 3 点、整理した。

さて本章 Eでは，本稿の冒頭で紹介した土地利用区分の共同研究の成果である文 (27) I土地利用区分方

法」において用いられた区分のための諸経済指標を中心に，各指標の相互関連を吟味していきたい。考察

は，まず最初に問題の背景，すなわちわが国林業の土地問題と土地利用区分からはじめたい。

2. 林業における土地問題と土地利用区分

林業における土地問題を林業と農業との関係でみる場合，問題の発端は，明治初年において林野所有制

度が，地主的土地所有の一環として編成されたことにあると考えられる。

しかし，日本農業の低い技術段階においては，林野からの採草は堆厩肥の給源として農業生産のために

不可欠のものであり，また零細農にとって製炭業は有力な副業であって，その原木は林野に求めねばなら

なかったし，自家用薪炭その他の林野生産物を林野から採取しなければならなかった。

したがって，以後の林業における土地問題の主要な l つは，明治 5 年の土地宮民有区分で確立した土地

所有が，上述した農民の要求と矛盾して惹起された農民斗争に対応した林野解放問題であった。

*1 造林投資によって生ずる直接効果としては，造林過程において生ずる効果で森林価値の増加，成

長量すなわち伐採量の増加，国土保全効果の増加，造林資金の散布による効果などを挙げている。

また， 造林投資によって生ずる間接効果としては， 第 1 次間接効果(伐出過程において生ずる効

果).第 2 次間接効果(製材過程において生ずる効果).第 3 次間接効果(輸送過程において生ずる

効果).第 4 次間接効果(木工過程において生ずる効果).第 5 次間接効果(販売過程において生ず

る効果)などを挙げている。

*2 文(18) では茨城県下，文 (4) では群馬県下，文 (34) では福島県下そして文(9 )では鹿児島県下

の一町・村をそれぞれ対象地域としている。
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そして， 明治 32 年の「国有土地森林原野下戻法」にはじまり，戦後の林野整備まで幾度か対策はとら

れたが，国有林と農林業経営の関係は必ずしも根本的に解決されてきたのではなかった。横尾氏は「林業

基本問題と基本対策」加において. I農林業の低生産性および停滞性には国有林の存在がかなりの関連を

もっている」と指摘し，そのため国有林野の一部の個別経営への組み入れの必要性をあけ'ている。

と乙ろで.乙うした方向づけは，明治以来の林業政策の民主的改善対策として，だれでも容認するとこ

ろであると考えるが，土地利用区分の問題はここから後の問題として登場してくるのでないだろうか。た

とえば，経済林地としての二種林地が土地解放の対象となった場合，その適否についてどのような判断の

基準を求めるべきだろうか。土地利用競合問題を国有林Ir限らず林業地一般に拡大した場合，一体いかな

る判断がなさるべきであろうか， そ乙で， その合理的判断のクリテリヤが関われなければならないと考

える。

林業における土地問題の一部は，基本問題の提示した方向で解決されるとしても，最近の農業構造改善

政策にその一端がみられるように，国民経済の発展と共に，国土面積の狭小なわが国においては，国土の

高度利用が常に国民経済的要請として厳存し，土地利用の競合を生む可能性をもっている。土地利用が国

民経済からみてさらに高度化されなければならないとすれば. 2 つの方向が考えられる。その l つは既利

用地の集約的利用であり，他の l つは未利用地~の外延的拡大である。したがって，農林業の土地生産業

はもちろん，それら土地生産業と工業間においても，土地資源の合理的利用配分の問題は大土地利用区分

の問題として提起されているa

林業においては，林産物需要の増大を背景として，早期育成林業の進展をみ，また林地肥培の技術の導

入 lとともなって，単 IC耕作限界外の劣等地だけでなく，優良肥沃地l乙対する需要を増大している。そして

こうした傾向は企業的林業が唱えられる今日，一層強化されていると考えられる。乙のようにして，土地

のかなりの部分は農林業の用地として相互に代替性をもち，その利用区分を調整・決定する必要性lζill ら

れている。

林業は生産期間が長期jにわたり，資本の長期的投下固定を必要とするものであり，林業生産の発展のた

めには，土地利用の長期的安定が必要であって，もし土地利用上不安定な状態にあれば，林業の発展ひい

ては林業の国民経済九の貢献が，いかに阻害されるかはきわめて明らかである。したがって，農林業の相

互の合理的な発展のためには，土地の合理的な利用区分が要請されていると考える。

3. I土地利用区分方法」の概要

まず最初に，土地利用区分の基本的な考え方から述べたい。土地利用区分を行なう白的は，与えられた

土地資源を利用して最大の利用効果を挙げる乙とにある。乙う規定したとき，与えられた土地の範囲はど

の程度の広さをとるという問題と，土地の利用効果を最大にするという場合の利用効果とは何かという 2

つの問題が残る。第 l の問題である地域の範囲については，土地の広狭いずれをとるとしても，土地利用

区分という見地に立っかぎり，国土全体との関連において，その地域の土地資源の利用効果を最大にする

という立場をとる。第 2 の問題は，効果は何か，それはどのようにして測定可能かという乙とである。利

用効果はピグーの厚生経済学的で明らかにした国民社会の厚生総量が考えられる。 しかしながら，厚生

総量の概念はかなり広般なもので，とくに主観的要因に関係した場合その測定は困難となる。したがって

厚生総量の近似値あるいはそれ~の第 1 次接近方法としては，測定可能な経済価値量たとえば純収益，所

得，純生産等が考えられる。
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ととろで，とうした観点から一定の地域内の土地を利用区分しようとする場合. 2 つの側面からアプロ

ーチが必要である。その l つは土地資源をその性能によって分類・分級して，各土地のもつ経済的能力あ

るいは生産性を耕・草・林地別に算定するいわゆる土地資源調査である。もう 1 つの他の測面は，その土

地が所在する地域の土地利用に対する社会的，経済的要清といった社会経済的条件の調査である。これは

地域内の土地利用がそれに従わなければならない与件ともいう乙とができる。

この 2 つの側面の資料を基礎として，与えられた地域の資源の利用効果が極大になるよう，土地利用の

方法，具体的には耕・草・林地13 ">の土地資源の配分を決定する乙とが，すなわち土地利用区分である。

ところで，上述のように対象土地の実際的な土地利用区分は，資源調査によってその土地のもつ自然的

性質，交通的位置など土地自体の性質だけでなく，それと共にその地域の社会経済条件が明らかにされ，

しかも将・米を見とおした上で行なわれるべきとしても，それらすべての要因を同時に考慮して土地利用区

分する方法をつくることはおよそ不可能なため，共同研究ですすめた「土地利用区分方法」では段階的な

手続きをとることとした。なお，そこで扱う土地利用研究の領域と地域土地利用計画のνェーマを示した

のが第 II-1 図*である。

との図で示した地域土地利用計画は実際的な土地利用区分の段階を示すもので，最終目標であるが，そ

のためにはまず土地資源調査から出発しなければならない。 r土地利用区分方法」ではこの方式を生産科

学的土地利用区分と呼ぶ。

ここでいう「生産科学的J の意味についていま少し付言すれば，乙れは，地域の主体的条件および経済

制度的与件を捨象したと乙ろの，いわゆるグーテンペノレヒのいう体制無関連的おな立場のもとで，土地の

もつ本源的性質を一定の技術を介して捉え， しかもその土地の利用可能性を経済的に評価したものであ

る。 r土地利用区分方法」では乙の研究領域にとどまり，土地利用計画論に関連した諸問題は今後の問題

として残されている。

つぎには生産科学的土地利用区分について，その方法を略述したい。区分の方法は第 II-2 図*の手順

模式図のとおりである。土地分類，土地分級，土地利用区分の 3 段階に分ける。

(i) 土地分類 (Land-type classification) 

気候，地形，土壌など土地の自然的性質にもとづいて類別した最小の広がりの土地を土地単位といい，

この土地単位は生産に関係ある自然的主要因子についてほぼ同一特徴をもっている。乙のような土地単位

を決定して図上に示すことが土地分類である。土地分類は自然立地的土地分類，交通立地的土地分類，土

地利用現況の分類の 3 つに分ける。

(ii) 土地分級 (Land-use capability classification) 

土地分類によって得られた個々の土地単位に生産力による序列を与えるものである。

土地分級は自然立地的土地分級，交通立地的土地分級，土地改良的土地分級の 3 つに分ける。自然立地

的土地分級は林業の場合についてみると，人工造林による皆伐用材林作業を前提として，土地単位を構成

する諸因子たとえば傾斜，土性から地力保全の難易性，育林作業の難易性をそれぞれ評価し，乙の 2 つを

総合して林地の育林性を評価する。他方では土壌の深さ，表土の深さ，土壌の乾湿その他から土地の収穫

性を評価し，最終的にはこれらの育林性と収穫性の 2 つの側面を総合して，林地を 1 ~ 10 までの 10 等級

* 第Il-l， Il-2. Il -3 図は，文 (27) の p.82. p.83. p.202 より一部修正のうえそれぞれ引

用した。
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土地分類一一→土地分級一一一→土地利用区分ー一一一→土地利用計画

第 ll-3 1'61 土地利用区分の基本的手11闘

地および不適地に区分した。乙の分級の JJレクは土地純収益である。交通立地的土地分級は農林生産物の

販売立地に着目し， 農林生産物の輸送限界を画定して， 市場立地図的区分を設定するととによって行な

つ。

(iii) 土地利用区分 (Land-use classification) 

土地分級によって格づけされた土地を利用経済性の立場から評価を行ない，耕・草・林地のそれぞれに

利用区分する乙とである。さきにもふれたどとし国民経済的観点から土地利用区分する目的は，土地資

源を利用して地域社会の厚生を最大にすることであり，乙の厚生総量への第 l 次接近として測定可能な経

済的価値量が土地利用区分の経済指標としてとりあげられる。したがって，乙の土地利用区分の経済指標

は卜分吟味されなければならない。これまでの土地利用の競合問題，たとえば開拓適否をめぐる訴訟にお

いては，土地利用の合理性の根拠を，農業では農家所得と雇用性に求めたのにたいし，林業では土地純収

益と労働生産性，c求めるなど両者の一致点は容易に見い出せなかった。しかし「土地利用区分方法」では

とれまでのいくつかの先駆的諸研究成果の検討のなかから，最終的な経済指標として土地単位面積当たり

地域純生産を用いるが，判定を容易にするためつぎの 4 段階，c分けて行なう(第ll-3 図*参照)。

@ 自然立地的土地分級の直接適用による土地利用区分

乙の区分は自然条件のみを基礎としたものであるから，土地利用の選択について最も基本的な区分であ

り，生産技術が著しく変動しないかぎり長期にわたって意義をもっ。

@交通立地的土地分級の適用による土地利用区分

市場からの輸送限界により生産の適地・不適地を判定区分する。たとえば，ある土地が地味豊かでそ菜

栽培の適地であっても，市場が遠隔の土地は輸送費が高しそのためその土地での純収益をゼロとするか，
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または負とする場合が不適地になる。

。 土地分級を基礎とした経営試算による土地利用区分

④，@の区分はいずれも技術的可能性によって適格性が判定されるにすぎないので，経営的に検討する

必要が生ずる。そこで近傍類地にみられる自立経営形態の経営モデノレを設定し，そこでの土地利用が土地

純収益を生むか否かという乙とを，耕・草・林地としてのそれぞれの土地利用が，経営経済的に成立する

かと、うか，その可能性を判定する統一的な規準とする。

@ 土地単位面積当たり地域純生産の計測による土地利用区分

前述の<1)， @, 6>の区分によっても判定区分できない土地については地域純生産を用いる。土地利用区

分の経済的基準としての地域純生産の意義は，与えられた土地資源を利用して最大の効果をあげる場合に

その土地利用が地域社会にもたらす厚生の生産面での計測指標である点に求められる。

4. 土地手IJ用区分のための経済指標

(a) 土地純収益

i) 土地生産業である農業なり林業が，土地を生産に用いるという乙とは，その土地で栽培する作

物なり，育成する樹種を選定し，そこでの生産方法を選択して生産を行なうととであり，別言すれば，土

地と他の生産要素(労働力と資本)との結合の問題となる。そして土地の利用価値は土地生産物を貨幣価

値に換算した土地生産額の多少が問題とされるが，この土地生産額は， ①土地利用のために投入した物

財・労働の犠牲・負担，②投入物財・労働調達のための資本の負担，③土地の立地条件の良否の和と考

えられる。上の①，②は流通する交換経済を前提とすれば，投入物財・労働はもちろんそれらの諸財を確

保するのに用いた資本は，いずれも土地産業以外に利用可能性があり，したがって土地以外の生産要素に

対しては，土地生産額のなかから費用として支払わなければならない。すなわち，土地の経済的利用価値

は土地の立地条件の良否が収益に寄与した程度とみることができるのである。

ところで，乙の土地用役の経済性は樹種なり，生産方法の違いによって異なってくる。すなわち，土地

利用技術の在り方によって異なってくる。土地利用技術が合理的であるか否かが，土地用役の経済性の高

低を左右する。このため，土地の経済的利用価値の指標は土地利用技術のあり方を反省し，その合理性追

求を促進するものでなければならないと考えられる。したがって土地利用技術を費用化して，乙れを土地

生産価額から差し引いたものが土地利用の経済性の指標として妥当なものとなる。しかも土地利用価値の

経済指標は，窮極的には土地用役K最大限の経済性を発揮させようという場合一一土地利用高度化の目標

であると考えれば，土地純収益(=土地生産価額一物財費一労働費一資本利子)であることが妥当であ

る4ll。

ii) 土地純収益による経営成果の計測・判定は，生産方法や生産期間が類似している範囲内，すな

わち，林業または農業それぞれの内部において乙そ，よりいっそう適切に行なうことができる。いいかえ

ると，農・林業に共通した土地純収益の計測方法の作成は，それ自身困難性があるが，さらに生産方法や

生産期闘を著しく異にしている林業と農業において，両者に共通した視点のもとで経営成果の判定を行な

うならば，そこにはより大きい困難』性がつきまとう。したがって，農・林業に共通した利用区分のための

指標として，土地純収益を用いる乙とは適切といえない。

iii) しかし，この土地純収益は，前掲E し し 3 図からも明らかなどとく， I土地利用区分方

法」においては，区分のため最終的に用いられる地域純生産の前段において用いられ，地域純生産ととも
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l乙区分のための重要な経済指標である。

土地純収益指標が「土地利用区分方法J において乙のような位置を占めているという乙とは，その区分

方法の基本的な手順を理解する上で，きわめて重要な意味をもっている。すなわち，それは. r土地利用

区分方法」において，いまかりに，地域純生産によって各土地利用種間の相対的有利性が判定され，推奨

される土地利用極が明らかにされるとしても，その判定を有効なものにするためには，その地域純生産指

標を用いるその前のステップとして，土地純収益指標によって，耕・草・林地利用それぞれの土地利用経

営について，果たして経営成果を挙げることができるか否かが判定されてなければならないという乙とを

意味している。つまり，地域純生産指標が用いられるためには，その前のステップとして，耕・草・林地

利用種が，それぞれ「第 l 次生産段階において，経営として十分成立するものでなければならない」紛と

いう点を明らかにする必要がある。

各土地利用種における土地利用経営の成立条件についての討議は. r土地利用区分方法」の共同研究が

開始された 33 年当時から終始つづけられた。 いま乙の討議期間の時代的背景について回顧してみると，

討議の開始期は，わが国の経済が戦後の混乱期から脱し安定期にはいっており，農林畜産部門の土地利用

においても新しい展開をみせはじめていた。その後，わが国の経済成長は，従来に比べて急テンポですす

みはじめた。そのため，生産水準の上昇が土地産業である農・林業部門と工業部門とでは著しく臭なり，

後者に比べて前者の農・林業部門のおくれがますます拡大する事態をひき起こしはじめた。そして，技術

進歩と工業部門などにおける労働力の雇用の増大は，これまでの農・林業における経営構造とくに家族労

作的な農業の経営構造を変えようとする大きい要因となってあらわれてきた。なお，政策面では，乙のよ

うな農・林業をめぐる新しい変化に対処するため，農業・林業の基本問題と基本対策が発表された。

「土地利用区分方法」の共同研究は，乙のような時代的背景のもとで，各土地利用種の土地利用経営の

成立条件の討議をつづけてきた。その結果，経済の発展lζ応じて，耕・草・林地それぞれにおけるこれま

での家族経営的土地利用経営が労働力利用・資本利用をよりいっそう効率的に行なわれるとの考慮のもと

で，それら各土地利用経営が「経営経済的に成立する可能性を判定する」官邸基準として，土地純収益を

用いるととになった。しかもまた，前述の基本問題の発表以後，さらに農業・林業基本法が成立し，しか

もそれにもとづく具体的施策として，農業・林業構造改善事業が開始されはじめた点，ならびに経済発展

の今後の見とおしからいえば，農・林業における新しい経営構造への改変はますます強く要請される事態

になりつつある。乙のため，土地利用経営の成立条件の吟味においては，これまでより以上に労働生産性

の高い経営を指向しているか否かがいっそう重要視される。そのため，土地利用経営の成立の可能性を判

定するためには，土地純収益を求める過程において，正常な労働賃金を支払うという乙とが前提とされな

ければならない。したがって，地域純生産指標が用いられる前段において，土地利用経営の成立の可能性

を判定しておくという，乙の指標のもつ機能がきわめて重要になってくる点を，とくに指摘しなければ亨

らない。

「土地利用区分方法J は，区分の基準としての土地純収益の意義を. rそれ単独では技術の類型を異に

する耕・草・林地としてのそれぞれの利用の場合の，各等級地相互間の有利性の判定の尺度であり，…

土地利用区分に際し，補助的な基準として用いるものである J 29> と結んでいるが， 乙の場合の補助的な

基準というのは，あくまでも，乙の指標が地域純生産指標の前段において用いられるという意味であって，

「土地利用区分方法J において重要な役割を占め，かつそれが今後ますます増してくるという上述の指摘か



- 98 一 林業試験湯研究報告第 177~長

らみて，との指標が単なる補助的な基準でない乙とは明らかなところである。

(b) 土地利用所得

i )土地利用主体の土地利用所得は，流通生産要素の投入額と雇用労働労賃額および借入資本利子

の 2 者を費用とみなして，それらを土地生産価額から差し引いて求めうる。さらに付言すれば，土地利用

所得は「土地からあがる粗収益から，種子，肥料，薬剤などの購入代金，購入した機械器具の償却費，雇

用労働賃銀など経営の外部ぺ支払った費用を差し引いた余剰であって，持通自家労働J投入，臼己資本の利

用，地代，自家生産による原材料の使用などに対する報酬の合計額と見なされる J 19>0 要するに，土地利

用所得は直接土地に結びついた第 l 次生産段階内において生産に関与する諸用役のうちで，自己の経営 l乙

帰属する部分のみを評価しようとするものというととができる。

したがって，いまかりにこの土地利用所得が区分のための経済指標として用いられたとしても，後述す

るように，農産物に比べて林産物は原料生産的性格が著しいため，いいかえると生産活動によって付加さ

れる所得の大部分が，農・林業間ではいずれも第 1 次生産段階内におさまらない乙とが明白なため，乙の

指標によって農・林業聞の相対的有利性を律することには限界があると同時に，また区分のための指標と

して用いるととは適切とはし 3えない。

松島も，農・林業における土地利用所得のもつ意味について「生産者がこの生産所得の大小によって，

土地利用の選択を行なうところから，土地の最適利用の指標として，これはかなり適当しているように見

られる。しかし過去の農業生産lとみられるように，乙の生産所得を大きくするために労働の過度投入を行

ない，いわば非能率的な生産を行なっているときの生産所得は，経済的な土地利用を促進する上の適当な

指標ではない。さらに同種の土地利用では比較上一応の指標になりえても，農業と林業のように所得の態

様を異にする場合は，その比較自体に問題がありうる。乙の所得の態様は生産期聞についても異なるが，

いわば所得の分散度においてもそうである。農業は土地生産!c所得が集まりやすいが，林業では土地生産

だけでなく，その後の産物の加工過程で相当の所得が生み出されるという点を社会的には無視できない。

すなわち，生産所得は個人としては選択の指標になるが，社会的な土地の最適利用を考える立場からは不

十分である J 19) (傍点筆者)と述べ， 乙の土地利用所得(上述の引用のなかでの「生産所得」とは同意

語と解する)によって，農・林業生産の有利性を相互に比較するためには限界性を有している点を明らか

にしている。

ii) 土地利用所得をめぐる論争は，かつて終戦直後の開拓地の適否をめぐって農・林業閣で行なわ

れた。以下，当時その問題について争われた訴訟事件の鑑定に当たった沢村東平と島国錦蔵の論点を整理

し，土地利用所得指標の吟味をより現実問題としてとり上げたい。すなわち， 沢村は土地の利用経済性

は.農・林業が全く企業形態である場合には純収益で合理的であるとしても，わが国の土地利用の支配的

利用方法は家族制生産であって，その土地利用の経済性はその土地から生ずる農家所得の多寡によって判

定されなければならないとする。所得によって測れば私経済的には農業的土地利用が林業のそれにまさる

のであると主張する。

また沢村は，両土地利用における反当たりの投下労働量を比較して，土地の雇用性は農業的利用がまさ

っている ζ とを明らかにし，農家所得の優越と相まって，国民経済的にも農業的利用の経済性がまさって

いると主張している。

これに対して島田は，林業的利用は純収益において農業のそれに比較して著しく大きししかも 1 日当
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たり賃銀では林業は農業の約 8 倍にもなる乙とを明らかにして林業的利用の優位を主張した。結局，土地

利用の合理性の根拠を沢村は土地の所得的収益性と雇用性に求め，島問は土地純収益と労働生産性に求め

Tこ。

なお，青森県上北郡甲地村大平の王子造林所有林の開拓をめぐる係争においても，農業側の主張は国土

資源の利用に関する総合的見地からみて，農家所得と人口収容量においてまさる農業的利用が優越すると

いう点であった。

iii) 上述の諸論点から判断されるように，土地純収益，土地利用はそれぞれ単一では耕・草・林の

異穣土地利用の経済指標として用いるととに問題が残る。加勢川 25) 12) は茨城県の調査結果から実証的に

検討して，結局，土地純収益，所得とも指標自体がそれぞれの性格をもっており，むしろ土地分級の合理

的基準は土地純収益を下限として，家族労働報酬(所得)を上限とする中聞に求められるのではな~，かと

提唱したが，指標のもつ性絡は検討を要しよう。ドイツのパーデシグェノレテシペjレグ州ジュートパーデシ

における ABETZ の実態調査によるつぎの資料 lおも，両指標の性格を物語るものではないだろうか。

ha当たり 経営収益 林業=農業の1/3 倍

v 経営所得 林業=農業の 2/3 倍

H 労働所得 林業=農業の1/2 倍

w 純収益 林業=農業の幾重倍

(c) 土地単位面積当たり国民純生産

土地利用区分の経済指標は私経済的判断では不十分であり，国民経済的にみて妥当なものが望ましい。

国民経済的見地から挙げられる経済指標lζ国民純生産がある。国民純生産は粗生産から国民経済的失費を

差し 51 ~，たものであるが，生産段階をどこで区分するかによって内容は異なってくる。

ここで注目すべき文献に，資源調査会の土地分類試論24)がある。その「試論J では，国民純生産を提示

している。もっとも，そこで用いられた生産段階は，土地に直接結びついた第 l 次生産段階(林業の場合

は育林生産の過程)であった。国民純生産とそ乙で用いられる生産段階の関係は，その指標のもつ意味を

理解する上でとくに重要である。なぜならば，厳密に国民純生産を求めるためには，土地生産物のもたら

す付加価値の全量が計測されなければならない。とくに林産物では農産物に比して原料生産的であり，平

均的 lとみてその加工過程が長く，原木の供給が加工業や関連産業部門の雇用や所得K大きな影響を及ぼす

乙とを考えると，単に育林段階のみの付加価値だけでなく，さらに加工段階を経て第 3 次段階までの付加

価値が合計され，それが国民経済の総所得K寄与するものとしてとらえられる必要がある。

(d) 土地単位面積当たり地域純生産

i) 農・林業における付加価値をめぐる論議

土地利用区分の経済指標は私経済的観点からの判断では不十分であり，国民経済的にみても妥当なもの

が望ましい。と乙ろで，われわれも参加した前述の土地利用区分方法に関する共同研究の場では，利用区

分のための経済指標を求める過程で，土地純収益を耕地・草地・林地内のそれぞれの等級区分，すなわち，

小土地利用区分の経済指標として妥当なものであると認めながらも，依然として共通指標には農業は土地

利用所得を主張し，林業では国民純生産i乙一歩接近した付加価値を指標として挙げ，両者の意見は一致し

なカ〉った。

林業は何ゆえ付加価値を主張したか，それは林産物は農産物に比して原料生産的であり，平均的にみて
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その加工過程が長く，原木の供給が加工業や関連産業部門の雇用や所得に大きな影響をおよぼすからであ

る。

なお，付加価値とは23) 「個々の企業が生産を通じて新しく生み山した制lí他，国民全体からみると個々

の企業が国民経済の総所得に，あるいはその社会的生産物に貢献する寄与の部分」であり，最狭義の概念

規定では次のごとくなる。

付加価値=生産(売上)金額一(原材料費+燃料・動力費+修繕費+減価償却費十諸経費)

= (賃金+地代+企業利潤+利子十税金)

したがって林業の場合，育林段階からはじまり加工段階を経て第 3 次生産段階までの付加価値を求めれ

ば，それが林業の国民純生産になる。アメリカにおいては立木所有者の所得に比べ， その供給木材の加工

流通関係者の所得は 20 倍になるといわれ，わが国でも平均して数倍になるといわれている印。

ともかく，上述のような経過で出された中間成果(昭和 34 年度報告) 26) では， 耕・草・林地聞の比較

有利性の測定指標として，農業では単位面積当たり土地純収益と純生産(=粗収益一物財費)を挙げたの

にたいし，林業は土地純収益と純生産lζ加えて「土地生産物の加工段階における付加価値率(付加価値率

加工過程での価値増加額一物財費 ) J を挙げ，完全な統一的経済指標をうるにいたらなかったので
第 l 次生産段階における林業純生産

ある。

ii) 単位土地面積当たり地域林業・農業純生産の意義

土地利用区分方法K関する共同研究の場において，その後ひきつづき討議した結果，土地利用区分の経

済的基準として導き出された指標が，土地単位面積当たり地域林業・農業純生産である。乙の地域純生産

の意義 fC:関しては，前章 II- 3 I土地利用区分方法」の概要において，われわれはすでに「与えられた土

地資源を利用して最大の効果を挙げる場合に，その土地利用が地域社会にもたらす厚生の生産面での計測

指標である点 fC:求められる」と述べたととろである。乙の指標のもつ意義を「土地利用区分方法」では，

次のように述べている。 「わが国における産業経済政策を通ずる国(政府)と地方(自治体)との関係は，

国が準備した諸条件のもとで，各地方がそれぞれの地域内の自然的・社会経済的条件を総合的に配慮して，

地域社会に最大福祉を得られるように，それぞれの主体的条件に応じて経済活動を行ない， それが全国的

K集積される乙とによって国全体の福祉の向上を期待しようとしているものといえよう。

このようにみれば，土地利用計岡段階における最終的な土地利用区分が，国民経済的に合理的なもので

当該地域 l己最あるためには，国民経済の場において総合的な判断によって確立された諸制度と関連して，

大の福祉をもたらす利用種が選択される方向で利用区分が行なわれるのが至当である。 したがって，土地

利用計画の基礎として行なうわれわれの生産科学的な土地利用区分においても，同様な考え方をもっての

ぞんでいる。

この場合，その福祉分の計測の指標としては，生産の面で捉えられる地域純生産と，分配の面で捉え得

る地域所得あるいは地域可処分所得とが挙げられ，そのいずれも指標となり得るものであるが，そのうち，

最も基本的な地域純生産をとることで卜分であると考えられる。すなわち，以上が各利用種の土地単位面

積当たり地域純生産を，土地利用区分の基準として採り上げる理由である J 28) (傍点筆者)。

なお， 「土地利用区分方法j において，区分のために用いられる他の l つの重要な経済指標である土地

純収益とこの指標との関連については，前項 4 ー (a) で明らかにした。
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地域純生産計測の手順と問題点皿

計測に当たって考慮される基本的事項

i )前章 II-3 ー (iii) でのぺた土地利用区分④，@， G のステップによってもまだ多様な土地利

用の選択を示している土地については，そのいずれの利用を最適とするかは経済的な判断にまつほかはな

い。その指標として採られたのが前述した地域純生産である。また，土地利用区分の経済的基準としての

地域純生産の意義についても前述したように，それは，そもそも土地利用区分が国民経済的に合理的なも

のであるためには，国民経済の場における総合的な判断によって確立された諸制度を与件として，当該地

域 l乙最大の福祉をもたらす利用種を選択することが妥当であり，その福祉分の生産面での計測の指標であ

る点K.求められる。

ii) 乙乙でいう地域とは，農・林業生産地域という概念で，その大きさについては東北・北海道と

いった大地域か，あるいは府県単位とするか，それとも一水系，一山系地域とするか，市町村とするかは

一義的に決めず，地域の主体的条件，土地利用計画化の技術的可能性などで定まるものとしている。なお

乙の地域の問題については，本章の最後で改めてとり上げ吟味したい。

iii) 地域純生産の計測に当たって考慮される生産段階は，土地利用の第 l 次生産から第 2 次生産，

第 3 次生産までで，いま林業の場合を示すと次のごとくである。

第 l 次一一林業(研:苗，育林，伐採)

第 2 次一一製材，製炭，製薪，チップ，パルプ，製紙，木工，木材加工等

第 3 次一一仲買，卸売，小売，運輸等

乙れらの各生産段階のうち，地域純生産の計測に当たってどの段階までを考慮するかは，地域の大きさ

lとともなっておのずから定まるものとした。また土地利用区分は，将来の土地利用の可能性の基礎として

行なうものであるから，現在当該地域lζ立地されていない産業でも，近い将来立地すると期待されるもの

はこれを考慮するのが妥当であろう。

iv) 地域純生産の計測の尺度には，その地域の与件となっている地域価格を用い，その場合価格の

とり方は長期のトレンドを考慮する。また地域純生産の計測モデルは，各土地利用種別 l乙各生産段階ご

とに経営モデノレを想定して行なう。

v) 耕・草・林地lι共通する地域純生産の一般的な算式は次のごとくなる。

単位面積当たり地域純生産=第 l 次生産の地域純生産+第 2 次生産の地域純生産+第 3 次生産の地域純

生産

異種土地利用聞の相対的有利性を比較するには，最終的には当該土地の単位面積当たり地域純生産が重

要となるが，計測の手続きとしては土地生産物別に単位重量当たりの純生産額を算出し，これを土地生産

の単位面積当たり収量に乗じて次のごとく算出するのが便利である。

土地生産物の種類別第 l 次生産の地域純生産(単位重量当たり) =粗生産一地域的失費(資本の消耗+

搬入物財費)

同第 2 次生産の地域純生産(単位重量当たり)ニ粗生産原料(土地生産物) 地域的失費(資本の消耗

+搬入物財費)

同第 3 次生産の地域純生産(単位重量当たり)=粗生産(用役報酬)一地域的失費(資本の消耗十搬入物
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財費)

2. 計測手I!頂一一林地利用の場合一一

( a) 第 1 次生産段階

i )粗生産について:

①地域Il:適用される林分収穫表によって，樹種別に立木段階における年当たり平均収穫量の最大値を

求める。

② ①で求められた収穫量に伐木造材歩止りを乗じ，単位面積当たり生産される一般製材向け丸太材積

を求める。

③ 伐木造材の際，林地lζ残された林地残材はチップ向け原木，薪向け原木などに利用される。なお，

林地残材の利用内容は樹種によって異なり，たとえばアカマツの場合にはすべてチップ向け原木と考える。

④ さらにまた樹種によっては，立木→丸太を生産する過程で樹皮などの利用が考えられる(主として

スギ)。 乙の過程では利用内容をさらに細かく追究していくと粗だ，樹葉などがとの対象となってくる。

⑤ 要するに乙の段階の計測に必要な物的基礎は，立木段階から伐木，造材される過程で，単位面積当

たり林地から生産される生産量とその内訳一一一般用材向け丸太，チップ向け原木，薪向け原木および樹

皮，粗だ，樹葉などーーである。

⑥生産物の価格は， トラック道端の山元土場における価格をとる。

⑦ ⑥の各山元価格は最寄市場 Il:成立する市場価格との関連(市場価格からの逆算)で求める。ただし，

生産物の種類によっては市場でとらえられない場合が予想される。その場合には，当該生産地近傍lζ成立

している価格から推算する。

⑧ 乙の結果，第 l 次生産段階における粗生産は，⑤で明らかにされる単位土地面積当たりの各種丸太

材積・副産物量IL. 同じく⑦で明らかにされる各生産物の山元価格を乗じて求める。

ii) 失費(資本の消耗・搬入物財費)について:

① 育林過程を経て主・間伐材を伐木，造材，集材するために要する資本の消耗と搬入物財費を，ここ

では失費として計上する。

②具体的には，搬入物財費としては苗木・肥料代などを伐期で除した年額分が乙れに該当し，資本の

消耗としては育林，伐木，造材，集材関係器具・機械の年当たり償却額が乙れに該当する。

(b) 第 2 次生産段階一一一製材の場合一一

i )粗生産について:

① (a)で明らかにされた単位面積当たり一般製材向け丸太材積を用い，乙れに製材歩止りを乗じ単位

面積当たり生産される一般製材製品材積を求める。

②次Iζ，製材過程で残る製材廃材の利用内容(チップ，薪，木屑生産など)を明らかにする。なお，

製材廃材の利用内容は樹種によって異なる。たとえば，アカマツの場合にはすべてチップ生産に向けられ

るものと考える。

③ 要するにとの段階の計測に必要な物的基礎は，丸太段階から製材される過程で単位面積当たりの林

地に換算してそこから生産される生産量とその利用内訳一一一般製材製品(ひき角類，ひき割類，板類)

とチップや薪および木屑などーーである。

④生産物の価格は，製材工場における製材製品価格をとる。
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⑤ 生産物価格のとらえ方は，第 l 次生産段階の場合と同じ。

⑥ 第 2 次生産段階における粗生産は，③で明らかにされる生産量一一利用内容は細分されるーーに，

⑤で明らかにされる生産物価格を乗じて求める。

ii) 原料および失費(資本の消耗・搬入物財費)について:

① 製材工場が購入する製材用丸太が，乙乙では原料に相当する。その場合の価格は製材工場着価格を

とる。

@ 製材用丸太材積を製材するに要する製材工場における減価償却費，およびその過程で消費される動

力費などの物財費がここでの失費に相当する。

( c ) 第 3 次生産段階

i )粗生産について:

① 乙こでは上記の第 l 次・第 2 次生産段階で生産される生産物の運輸と出荷 lとともなう用役報酬を求

める。

② ①の場合の運輸業務，出荷業務は，いずれも地域内の運輸業者，出荷業者によって行なわれるもの

とする。

③ 運輸lとともなう粗生産は，輸送料である。

④ その算定の範囲は生産物が生産地点より地域外に運び出される地点，すなわち地域境界までとする。

なお，生産物によっては第 l 次生産地点から加工場までと，加工場から地域境界までに分けて算定する必

要がある。

⑤ 出荷 lとともなう粗生産は，保管料，手数料である。

íi) 失費(資本の消耗・搬入物財費)について:

① 運輸にともなう失費には，運輸手段の償却費および燃料費，その他の器材費が該当する。出荷にと

もなう失費には，出荷および保管に要する建物その他固定設備の償却ならびに消耗品費などが該当する。

3. 問題点と今後の課題

さて，土地利用区分の経済指標として地域純生産は，これまでの幾つかの指標!L比べて，国民経済的視

点、からは合理的なものであり，しかも計測方法まで明示した点で前進したものである。だが，問題がない

わけではない。地域純生産の算出に際し，価格は当該地域の長期的なトレンドをとったとしても当然変動

が考えられるといった経済指標としての一般的制約とは別に， ["地域純生産」による区分方式自体に幾つ

かの問題点をもっている。その問題の主要なものは審議過程で林業側から提起された (a )l地域」の範囲

と， (b) 公共投資についてである。

(a) ["地域」の範囲

地域純生産による区分では，地域の範囲を一義的に規定せず，それは土地利用計画主体の条件で規定さ

れるとした。このため，たとえば市町村が土地利用計画をたてようとする場合は，市町村が地域の範囲と

して定められる。しかし小地域に限定された場合は林業の原料生産的性格から，生産段階が途中で切断さ

れる恐れがあり，必ずしも国民経済的効果は論じ得ないのではないかという批判があった。

では地域をどの範囲 l己規定すべきだろうか。結論的にはやはり一義的には決定し得ないもので，実際1c

計測する場合は 2 つの視点から各々範囲を定め，地域純生産を算出し，土地利用計画の基礎的知見とすべ

きであると考える。 l つは批判にみられたとおり，林業生産の性格が原料生産的であり，その加工段階は
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力u工皮が高くなるにしたが~，多くおijlTliまたは郎市周辺に集中しているため*l，小地域に限定すれば加工過

程のいくつかは地域外となり，結果的に林業のもたらす国民経済に対する波及効果が見失われる危険があ

る。したがって，国民経済的立場からは，少なくとも純生産の完結する範囲の地域が対象地域として規定

される必要がある。他の l つは，前章 II-3 で述べたごとく，土地利用区分を土地利用計画の基礎的知見

とみれば，土地利用計画を国家的段階でいわゆる全国計画として，あるいは地方計画として樹立するとき

は，大地域の範囲で求めた地域純生産は有力な指標たり得たとしても，当該地域(小地場)の土地利用を

導く有力な経済指標とはなり得ない，という実践的立場からの地域の範囲の限定である。国家的段階の汁

画，したがってそのための利用区分を強く打ち出すときには，アメリカの土地利用計画の合理化問題山一

一計画の主体はあくまで個人または経営主体であることを前提として，社会全体の福祉の増進に役だつよ

う方向づけるという問題の後者(社会全体の福祉)に傾斜しすぎる乙とになるのではないだろうか。むし

ろ土地利用計画を地域計画として実践的ならしめるためには，地域土地利用計画は個別計画の計画与件と

なる乙とが望ましい。そのためには，その地域に存する土地資源の利用可能性視点から(さらには土地資

源のみならず，地域 l乙存する労働力，資本のもつ利用可能性視点のもとで)地域純生産を促えておくこと

が，地域内でたてようとする個別経営計画の大枠を，前もって明らかにするという役割を果たすことにな

る。要するに，仮りに地域の範囲が小地域であったにしても，そこでの土地をはじめとする諸資源の利用

可能性視点での地域純生産を明らかにすることが，地域土地利用計画のためにも，また個別経営計画との

関連からいっても重要である。

ただ小地域をとった場合の問題は，その地域の地理的個性としての地J或性はよく認識されても，国民経

済からみたその地域の発展の見とおしと規模，それにもとづいて規制されるその地域や隣接地域の役割と

いった要因を見落とす危険があるため，計測された結果は十分吟味されなければならない。別言すれば，

「小地域」を範囲として算出された地域純生産が，土地利用区分の指標たりうるのは，経済発展の上で，

「小地域J のもつ役割が明確に位置づけられている場合!C限定されるのではないだろうか。

したがって，地域純生産は純生産の完結する範囲で計測することを原則とし， I小地域」をとる場合も

その制限的性格からみて，必ず前記の範囲の純生産を付記して，地域土地利用計画の知見とすべきものと

考える。

( b) 公共投資

今度の区分方式では，開拓，道路，造林，草地等の公共投資は，地域が与件として享受するものである

から，これを制度的与件として取り扱い，地域純生産の計測に当たっては，地域の失費としない立場をと

った。

乙れに対し林業側から提起された疑問は，①開拓の現実は林地→耕地のケースが多いのに，農林地の経

済性比較に際し，開拓費用を算定因子に入れないのは不合理ではないか。②公共投資は土地利用政策の有

力なてことして用いられているのに，公共投資の経済効率を検討しないのは，国民経済的視点からみて不

合理ではないか，という 2 点であった。

*1 わが国の企業の経営の業態とその地理的性格を類型づけた米花の研究りによると，木材・木製品

は「地方原料依存の小規模工業」に，紙製造業は「地方市場ならびに地方原材料指向的中規模工

場」に，パルプは「中心工業地帯ならびに地方工業地域併存の大規模工場J Kおのおの類別されて

いる。後者になるにしたがい小地域のわくを大きく離れる乙とを示している。
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たしかに戦後の緊急開妬に対する批判の多くは，不経済な開発!C対してであったし，農業基本問題でも

経済効率からの再検討を要することを認めており，乙の意味では土地利用区分の合理的な経済指標として

は当然考慮されるべきものであろう。

にもかかわらず今度の区分方式のなかで投資効率を取り上げなかった理由は次のようなものであった。

①土地利用区分は土地のもつ潜在的な生産力を適確にとらえて計画の基礎とすれば目的を果たす。 した

がって，地域または単位面積当たりの(農業純生産}と(林業純生産}の比較でなく，分子である農
¥ 農業投資 / - ¥ 林業投資 / 

林業純生産の比較で十分である。 ②土地利用計画が地域の主体(たとえば市町村)で樹立される場合，

農産物および農業生産資材の価格条件と同様に，公共投資もその地域の与件とせざるを得ない。 ③仮り

に投資効率をみるとしても，開拓投資が国民経済!C及ぼす所得効果，雇用効果をど乙まで測定するか，そ

の基準を設定する乙との困難性である。

なおわれわれは，林業側の問題提起にもかかわらず，農林相互の共通認識として開拓投資効率がクロー

ズアップされなかった理由の l つは，農業における土地投資のもつ性格にあったのではないかと考える。

加用創によると，農業における開墾は自然財としての未墾地を，経済財としての農地または耕地に転化せ

しめる過程であり，乙の開墾なる生産過程の生産物が耕地自体であるとみれば，耕地は生産される生産手

段であり，一種の固定資本のごとく一定期間後に全く消耗しつくすものではない。したがって，開墾資本

の価値は永続するものであり，厳密な意味で費用要素を発生しない。すなわち，耕地のなかには資本財と

しての性質と本源的生産要素としての性質の 2 面性をもっ。このため開墾資本K対する利子は永続的利子

の形態をとるが，この非消耗資本の永続的利子ということは，すでにその資本は資本の範鴫を脱して土地

の範鴎に転化し，その資本利子は地代的性格をもっ。しかし，地代は土地の相対的豊度にもとづいて形成

されるもので，同じ豊度の土地 IC開墾資本の大小による本来の地代とは別個に異なる永続的利子が発生す

ることは理解しがたい。しかしながら開墾資本も資本の論理にしたがう以上，資本の果実としての利子の

形で，補償されねばならず，乙の意味で開墾費用の利子も資本家的費用要素として現われ，補償を通じて

開墾資本が回収されると全く資本の性格を失い，同時にその利子が費用要素たる性格を失う。したがって，

新規の開墾はすでに開墾資本が費用要素たることを失った耕地に伍して，前述のごとき資本利子の実現を

通じて資本回収するためには，農産物の価格騰貴による資本利子の補償か，さもなければ開墾された耕地

が耕境以上の豊度をもっ supra. marginal land でなければならないと述べている。と乙ろがわが国では

耕境以下の土地 (sub-marginal land) が多く， I乙の場合には資本利子を補償する余剰収益は期待され

ない。開拓資本を財政投資にまたざるを得ないゆえんである」へ

こうした開拓資本の性格を考慮すると，農業!C対する公共投資の効率が，異種利用聞の土地利用を規定

する一義的な経済指標とはなり得ないと考えられる。

投資効率は土地利用区分の一義的な経済指標でないとしても，なお資源(土地・労働力・資本)の最適

利用という見地からは，土地利用計画に際して，たとえば， A地を先に開発するか， B地を選択するか等

の選択の基準として，あるいはまた土地利用の効率的開発のためには，開拓による開発効果の微視的効果

一ーたとえば開拓に伴う農産物の増収額とその計画のため支出されたコストの比較ー一ーがまず把握される

べきである。

こうした微視的な経済効果を測る観点には，①国富の増加，②施設による増産効果，③地方経済に及

ぼす効果，@費用便益比率，⑤投資所得比率，⑥建設工事の経済効果などがありへノミロ _2) は費用便
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益アプローチが土地資源開発において，公共資金の最も有利な利用方法であると述べている。

国民経済的観点からは微視的効果だけでなく，その開発投資が経済全体 11:及ぼす巨視的効果一一所得効

果・雇用効果・生産力効果なども十分に把握されることが望ましい。この点ではすでに農林省は県営干拓

事業に適用する経済効果測定方式において，開発地域内の農業効果のみに限定されていた経済効果の測定

を地域外まで拡大した。との乙とは国民経済的な経済効果測定~の展開であるとみられる。オラシダにお

いては22)，わが国のこれまでの私企業的な観点の強い評価方法でなく，農業地域の経済効果から関連産業

にわたる文字どおり国民経済的な測定方法で，計測が行なわれている。

前述のどとし土地開発投資の経済効果は研究されつつあるが，まだ理論的にも実際上にも困難複雑な

問題をもっており，定式的IL統一方式を見つける乙とが容易でない現状では，土地のもつ潜在的な生産力

可能性を示す経済指標にとどまらざるを得なかった。土地利用区分を，国民経済的に合型車的なものとする

ためには，農林業開発投資の経済効果測定の合理的基準が探求されなければならない。なお，地域を土地

利用計画の主体とすれば，投資は制度的与件と解すべきであるという見解については，その実践的意図を

十分理解し得ても，さきに「地域の範囲」で述べたごとく，全体と個の問題は同様に残されている。しか

し本稿では，結局両面からの検討が必要である乙とを指摘するだけにとどめたい。

さて，今度の土地利用研究が示した生産科学的土地利用区分方式によって得られる「土地利用区分J は，

土地利用計画の樹立に際しては，将来の土地利用の在り方を示すものとしても，土地利用区分の基準はあ

る特定の条件(たとえば技術水準)を想定してつくられたものであるから，土地利用計画の樹立に当たっ

ては，現実の土地利用を規制する種々な条件を考慮する必要がある。それらの諸問題，たとえば国土保全

的土地利用との調整，公共投資，人口計画，産業立地計画，集落配置などをどのように取り扱うべきかは，

すぺて今後の「土地利用計画論」の課題として残されている。乙れらの諸問題のうち公共投資については，

国有林における保全投資を例として，その経済効果の追求を試み*I ，また地域土地利用と国土保全との関

係を，北海道日高地域で実態調査によって検討を試みたがベ本格的検討は今後の研究にまたなければな

らない。

町地域純生産の推算事例

1.開題

われわれは「土地利用区分方法」の現地適用化を意図しており，現在その一環として地域純生産の推算

作業をすすめている。本章IVでは，この作業における中間段階の整理結果を提示したい。

ところで，この推算作業を具体的にすすめてゆく過程で重要になる点として，乙の推算を必要とするた

めの課題を明らかにしたうえで，各生産段階ごとの推算をどのように行なうかの問題がある。とれについ

ては，さきに第 I 章で地域林業が地域社会・地域経済~果たす役割の問題を吟味する際に用いた関係 4 文

献から多くの示唆をうけた。いま，われわれの推算事例を提示するのにさきだって，乙れら推算上の問題

の輪郭を明らかにする意味から，以下，関係 4 文献における地域純生産計測の結果と手}I買の一部ー一一関係

図表ーーを示す乙とによって，同じく地域純生産の具体的な計測問題を扱う本章IVのための開題としたい

(なお，関係 4 文献において地域純生産計測を必要とするための課題については，すでに第 I 章で整理した)。

水I 吉沢:圏有林における保全投資の経済的考察(農林省林業試験場経営部 昭和40年 3 月)

利 吉沢:地域土地利用開発と国有林の保全投資( " 
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i ) 文(1 8) :茨城県下の一地域一八郷町ーにおいて，その地域の主要樹種一一スギ，アカマツ，ク

ヌギーーについて，それぞれ各生産段階)jlj-苗木生産，林木生産，副産物利用，伐出・製炭，木材粗加

工，木材精加工ーーに，年・ ha当たり林業の社会的収益(純生産)を計測し，その結果を次表のごとく示

している(第IV一 l 表参照) 20) 0 

第 IV-1 表 林業の社会的収益表

種 類 ス ギ アカマツ|クヌギ

1.苗木生産 必 要 量(本) 137.5 162.9 500 

労 倒J 量(人) 1.5 1.6 5.5 

所 得(円) 550 500 2, 000 

組l 収 益(円) 700 650 2, 500 

2. 林木生産 伐 期 齢(年) 40 40 10 

労 倒I 量(人) 6.3 15.9 24 (20.5) 

所 得(円) 88, 400 50, 600 16 ， 4∞ (18， 7∞) 

粗 収 益(円) 89, 100 51 , 250 18, 900 

3. 副産物利用 種 類 下草，組染 薪，粗柔，落葉 落葉，下草

労 傍J 量(人) 8.8 22.8 20 

所 得(円) 880 5, 000 3, 000 

粗 収 益(円) 880 5, 000 6,000 

4. 伐出ー製炭 種 類 用薪材材 10.4m" 薪用材材 5. 6m3 

木炭 50 俵
1. 4m3 0.7m3 

労 倒l 量(人) 33.8 19 14 

所 得(円) 13 , 000 7, 400 5, 700 

相l 収 益(円) 23 , 250 11 , 600 6 , 200 

5. 木材粗加工 種 類 製薪材 8. 3m3 木製材函， 薪3. 5m3 

1. 41吋s

労 働 量(人) 35 18.8 

所 得(円) 23 , 400 11 , 400 

粗 収 益(円) 29, 300 14 ， 9α〕

6. 木材精加工 種 類 住宅 6 坪建具 住宅 3.1 坪

労 働 量(人) 139 35 

所 得(円) 66 , 500 18, 400 

組 収 益(円) 83, 800 20, 900 

F仁1、 労 倒J 量(人) 224.4 113.1 63.5(60) 

所 得(円) 193, 030 93 , 300 27 , 100(29, 400) 

l 人当り所得(円) 860 825 427 (460) 

粗 収 益(円) 227 , 030 104, 300 30, 600 

注) クヌギ欄( )内は蔚芽更新の値を示す。

ii) 文(4) :群馬県下の一地域において，まず，主要林業モデル一一「すぎ(建材) ，あかまっ(パ

ルプ材)，くぬぎ(薪炭)林業J 一一ーを想定し， 次にそれぞれの林業モデルについて， 生産工程別一一育

林，伐木造材，小出し，運材，加工一一ーに，年・ ha当たり地域所得を計測し，その結果を次表のごとく示

している(第IV-2 ， IV-3 , IV-4 表参照)。

iii) 文 (34) :福島県下の一地域ー一一都路村一ーについて*l ，その地域内国有林地 6.000 町歩を対象

*1 乙の地域は，林野比率， とくに国有林野比率が高く， しかも民有・国有林地をとわず薪炭林地

が大部分を占めており，したがって，造林投資の余地が多分に残されている。
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第 IV-2 表 各林分の粗収益(育林工程)

第 IV-3 表 各林分の育林工程の地域所得

加|物財費|地域所得粗生産

/Tj !日 円
117 , 763 1, 238 116, 525 
75 , 945 688 75 , 257 
14 , 400 14, 400 

第 IV-4 表各林業の地域所得

第 IV-1 f:Xl 雇用量の推移

,., 

所凹

林業総所得 J，/〆
.~ 

_-ー・ーーー・ー-ー.-

1号剛下二二二二二戸

51) 

第 IV-2図所得の推移

. / 

. 
/ , 

総生産額

117, 763 
75, 945 
14 , 400 

内訳

円

労働所得|経営者所得
円|円

1, 919 / 114, 606 
1, 700 / 73, 557 

14 , 400 

合計

円
138, 774 
80, 830 
24, 953 

K. ..分期別，業種別総雇用量およ

び総所得"の推移*1 を明らかにし，

その結果を次のごとく図示してい

る(第IV-1 ， IV-2 図参照)。

iv) 文(9) :鹿児島県下の

一地域一一}I/辺IIIJ-において，

地域所得総額および加工過程を含

めた地域林業・農業所得総額を計

測している。と乙ろで，そこで用

いられている計測の手順は，われ

われの推算作業に直接役立ちう

る。そ乙で，この計測手順のうち

*1 上記の国有林地における

総所得・総雇用計測の背後

には，乙の地域が「新たに

大規模な造林を開始する場

合」のための新しい経営計

画(植伐計画)を想定して

いる。
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から地域林業所得に関する項目を，その手順にしたがって以下列記する(第町一 S-IV-9 表参照)。

第 IV-S表林産物生産額

|生産量|単 価|生産五丁販売額
m3 円 千円 千円

スギ 一足般場用丸材太 7 , 615 6 , 650 50, 373 46, 550 
30 10， 3αo 309 309 

船 材 10 10, 500 105 105 

一般用材 6 , 419 4 , 340 27 , 858 26 , 908 

マツ
パルプ 1, 279 3 , 900 4, 988 4, 988 

船坑木丸材太 20 900 180 180 
50 5, 040 252 252 

用材

ヒノキ lLA| 2, 197 7 , 000 15, 399 14, 000 
10 10, 300 103 103 

クス|製脳用| 710 1, 500 1, 065 1, 065 

|一般用材| 40 2, 000 80 40 
広葉樹 ノそノレプ 40 2 , 100 84 84 

計 100, 796 94, 584 

広葉樹 製京此炭主室義長材 1, 851 900 1, 666 1, 666 
マツ 2, 300 3 , 500 8 , 050 8 , 050 

薪炭材 広葉樹 9 , 714 700 6 , 800 1, 300 
薪 268， 000束 28 7 , 504 2 , 772 

24 , 020 13, 788 

竹 材 17 ， 500束 1, 075 780 
笥 43 , OOOkg 3 , 160 340 

その他 樹 苗他 13 ， 8∞千本 4, 442 4, 442 
そ の 160 160 

計 8 , 837 5, 722 

β、
口 計 133, 653 114, 094 

注) 販売額は町内外の販売額を含む。

第 IV-6 表 製炭その他付加的林業所得算出結果表

付 力日 的 所 f辱 失 費

種 月Ij 内 占主全 |所得額 種 別|内容|失費額
千円 千円

部分林配分所得 配分比 4 : 6 (民) 13, 391 荷馬車償却 47台 764 

製炭労賃所得 木炭 31 ， 916 俵 6 , 607 林業機械 下刈機 206 

国有林，部分林林業労賃 育林伐出を含む 3, 494 林業用具 鋸，詑等 982 

県営苗圃および種子採取 514 肥 料 70 

民有林用材伐出労賃 伐出のみ 16, 751 そのイ也 52 

製薪その他運送 製薪，製炭，運送等 10, 869 

計 51 , 626 計

差 ヨ l 49， 552千円
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第 IV一 7 表地域林業所得算出表

地 域 所 f尋 地 域 的 失 費

項 白 金 額 項 目 金 額

千円 千円

薪用 材炭生 他産材 100, 796 馬車および機械 970 

生産物
24 , 020 林 具 982 

その 8, 837 
苗 木 4, 418 

計 133, 653 肥料その他 122 

部労分林利益配分賃 13, 391 

その他 38, 235 ~ 計 6, 492 

計 51 , 626 

メ日入 昔十
差引= 178， 787 千円

185, 279 

注) その他の生産物のうち，樹苗は一部が町外lζ販売され，大半は町内消費であるが，乙の町内

消費分は失費とした。

第 IV- 8 表加工業の生産概況

林
|工場数|生産量|生産額|諸経費|差 51 

産

豊富 木許肘版
15 8 , 251m3 

9 19， 250抱kg 
加 15, 336 

缶 2， 400缶
工

第 IV-9 表 地域所得概算表

林農加 工業業 所所所 得得 696 , 258 
178, 787 
201 , 013 
269, 568 

計 1, 345, 626 

2. 推算の目的

千円
51. 7 
13.3 
14.9 
20.1 

100.0 

メ入
<=1 

% 

千円
146, 419 115, 450 30, 969 

6, 021 5, 718 303 
4, 140 1, 879 2, 261 
2, 760 2, 020 740 

159, 340 125, 067 34, 273 

注) その他所得は，この地域に投入さ

れた地方交付税，国庫支出金，県支

出金などから，乙の地域で徴収され

国庫，県lζ納められる国税，県税な

どを差し 51!' }たもの。

i) われわれが乙の地域純生産の推算事例を提示した目的は，次の 3 }\~~にある。

付)地域純生産の実際的な推算手順を明らかにする。

(ロ) あわせて，地域計画化を目的とした場合の具体的な現地調査方法を明らかにする。

判計測の実証を行なう。

乙れらの推算目的について若干の解説を加え，あわせて「土地利用区分方法」の手順と，乙の推算事例

で用いた手順との差異を明らかにしておきたい。

ii) I土地利用区分方法」にしたがえば，第E章一 2，第 II-3 図で示したように，地域純生産の計

測が行なわれる以前に，土地分類・分級作業によって，土地単位ごとに各土地利用種からみた利用適性が
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明らかにされなければならない。しかしながら，乙の推算の対象地域においては，その一部では上述の土

地分類・分級作業が終了していたが，まだ全域には及んでいなかった。乙のような事情のため本推算では

「土地利用区分方法J の手順を忠実にはふんでいないことをお断りしなければならない。だが，地域純生

産の実際的な推算手順を明らかにするという目的は，この推算事例で十分達せられていると考える。

乙の点を明らかにするため若干ふえんする乙とにしよう。前述したように「土地利用区分方法」の手順

にしたがえば，土地単位ごとに各土地利用種からみた利用適性が明らかにされることになっている。この

乙とは具体的には一定技術水準下における生産量が土地単位ごとに推算される乙とである。したがって，

乙の生産量をもとにしてまず第 1 次生産段階の純生産が求められる。次の段階でその地域の農林業関連産

業の構造とその活動の実態が明らかになれば，土地生産物がどのように利用され，そこで形成される付加

価値がどのくらいになるかが計測できる。

いまある地域において土地分類・分級作業が行なわれ，土地単位ごとの利用適性がし 2 ， 3 ……と等

級づけられたとすれば，その利用適性等級に応じて生産量 Ql ， Q2 , Q3 ……が推定でき，この生産量を基

礎として第 l 次生産段階における純生産 N1 ， N 2, N3 .・-…が求められる。と乙ろで， ζ の地域の関連産

業構造を A ， そ ζでの付加価値率を α とすれば，第 2 次生産段階以降の付加価値額 N1(){ ， N 2(){ , N3(){ 

…・・が求められる。したがって，第 l 次生産段階の純生産 N1 ， N 2, N3 ……に第 2 次生産段階以降の付

加価値額 Nl日， N2日， N3(){ ……を加えた N1+N1(){ ， N 2+N2(){ , N3+N:ρ，……が土地単位どとの地域純

生産となる。

と ζ ろで，乙の地域純生産が土地利用区分の指標として用いられるのは，第E章 3 ー-第 II-3 図で示

したように，土地単位ごとに利用適性が明らかになった土地が， ①自然立地的分級の適用による区分，

②交通立地的分級の適用による区分，さらに③土地純収益の試算による土地利用経済性の判定によって

も，なお異種土地利用の相対的有利性を判定できない場合である。したがって，いま仮りに対象地域の土

地の大部分が上述の①，②，③によっても区分できないとすれば，対象地域のほとんど全域にわたり，

土地単位ごとに異種土地利用種別にそれぞれ地域純生産が表示され，乙の数値の大小によって相対的有利

性が明らかにされる。かくて土地資源、の利用可能性からみた，地域の土地利用区分が行なわれる乙とにな

る。

と乙ろで，地域純生産計測上の重要な点は，第 l 次生産段階で純生産をいかにとらえるか，また第 2 次

生産段階以降の付加価値率直を求めるため， 関連産業の構造をいかにとらえ，そこで付加される価値額

を実態調査からいかにとらえるか，ということである。したがって，乙の調査方法論上の 2 点を明らかに

するためには， í土地利用区分方法」の手順にしたがってすすめなくても，ある一定の技術水準下の生産

量，価格，生産費等の経済的資料と産業構造が与えられ，これらの諸資料から地域純生産を求める推算手

順が，事例的 l乙明示できれば十分であると考えたのである。

iii) 乙の推算事例は，前述した地域純生産計測上の実際的な手順を提示するということに加えて，地

域計画を意図した場合の有効な調査方法を提示している点に特色をもっている。乙の乙とに関しては後に

第V章で詳述するが，われわれの意図した基本的な考え方を明らかにしておこう。

「土地利用区分方法」においては，土地利用区分の最終段階での経済指標として，地域純生産が用いら

れることはあらためて指摘するまでもないが，かかる手j慣を経て区分された土地利用区分は，生産科学的

立場からみた土地資源の合理的区分であり，資本・労働力等の他の生産要素K制限のない場合の，土地資
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源、のもつ潜在生産力を最高にする，いわゆる土地資源利用の理想計画となる。したがって，この土地利用

区分のもとで実現される地域純生産の総計は，その地域土地利用の最高の経済的価値額となる。この推算

を説明の便宜上推算方法 I と呼ぶ乙とにする。

この土地利用区分およびそこでの地域純生産の推算値は，現実の土地利用を合理的に導くひとつの知見

となるだろうし，また地域土地利用計画の基礎的資料となることはいうまでもない。

ところで，土地利用区分を行ない地域土地利用計画を樹立しようとしたり，あるいは地域経済開発計画

を立てようとする場合，われわれは前述したような土地資源の潜在的生産力をあらわすメニューだけでな

く，当然，歴史的に形成された現実の土地利用の実態を，土地利用の現況，その土地利用のもたらす経済

成果といった側面からとらえなければならない。乙の乙とはエコノミストが地域分析のときとる当然のス

テップであり，地域計画九の第 l 次的接近ともいうべきものである。この場合，地域の経済活動の実態を

把握する有力な指標のひとつとして地域純生産が考えられる。われわれが，つぎに示す推算事例において

提示したものは，現実の土地利用にもとづく地域経済全体の総体としての純生産であり，これはその地域

における土地利用産業の経済的活動の実態を明らかにする有力な指標となる。推算事例はとうした現実

分析の方法を提示する乙ともねらっているのである。乙の場合の推算方法を推算方法E と呼ぶことにす

る。

もうひとつの推算方法=推算方法皿は，推算方法 E と同じように「土地利用区分方法」による土地資源

調査の有無にかかわらず，土地利用の現状を改善して，地域農林業の発展を図ろうとした場合，その改善

計画なり地域土地利用計画が，いかなる経済効果を地域社会にもたらすかを予測するものである。推算方

法 I が採れない場合に，土地利用の変更にもとづく地域経済~の影響をとらえる有効な方法であるといえ

るし，また推算方法 I が理想計画下の地域純生産を求めるのに対して，乙の推算方法で求めたものは，可

能性を求めたものであっても歴史的，現実的であるということができょう。

iv) 計測の実証を例示目的のひとつとしてあげたのは，いうまでもなく，計測手順をいかに精密化し

たとしても，計測を実証的にすすめない限り，現実的な問題を指摘できないと考えたからである。したが

って，推算事例では上述した計測手順の細目にわたる吟味と平行して，計測を対象地域(茨城県八郷町)

において兵体的にすすめる。この場合，計測は林地利用の各生産段階ごとに行なう。この計測の実証によ

って明らかにしたかったもうひとつの点は，各生産段階で純生産増加の程度がどのように異なっているか

ということである。

3. 推算の前提

i ) 推算方法Eでは，いうまでもなく現実の土地利用にもとづく地域純生産を推算したが，推算方法

Eでは，林地利用の場合には薪炭林から用材林~の林種転換，チップ生産の増加など集約化を想、定した。

地域内林地総面積については，推定方法 II ， mの場合ともに変化しないものとした。なお，乙の詳細は付

属資料で説明したので参照していただきたい。

ii) 推算を各生産段階ごとに行なっていくことについては， í計測手順j および関係 4 文献にみられ

る手法と同様である。

iii) 価格条件一一投入・産出両面における は推算方法E および推算方法Eを通じ不変とした。

iv) 例示した推算でとりあげた生産段階は，第 1 次生産段階および第 2 次生産段階までとし，第 3 次

生産段階(輸送)はふくめていない。
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v) 以上 i) -iv) までは，本推算と文 (47) における推算で共通しているが，両者の相違点は，林

業の地域純生産を算出する場合，域内国有林地の純生産を加えるか否かという点である。文 (47) では民

有林における地域純生産を主とし，域内国有林の地域純生産としては，国有林材の加工過程で，地域住民

がうる所得部分だけにとと・めていた。しかし本推算では民有林，国有林をふくめた域内総林地を対象にし，

かつ基礎数値を一部補正したうえで，地域純生産を求めた。

なお，付属資料では，推算l乙月jいた基礎数値を示すとともに，実態調査手順をできるかぎり細かく整理

して注釈を加えておいた。

4. 調査地域

i ) 今回の推算のための調査地域として， r土地利用区分方法J における現地調査の一地域であった

茨城県新治郡八郷町判を選んだ。

ii) この地減は県の íH部，筑波山東山麓に位置している。 60 年農・林業センサス結果却によって，

本推算のための基礎数10'1となる土地面積をみると，林地総面積が 6 ， 063 ha (うち，民有林地 4 ， 553 ha , 

国有林地l， 510ha) ，また緋地総面積が 4 ， 900 ha となっている。 なお， 樹種別面積内訳については「付

属資料J !己記載した。

林地はスギ，ヒノキ，アカマツの一般用材・パルプ材生産に，クヌギ，クリを含めた広葉樹の薪炭生産

・堆きゅう肥用落葉採取のために，それぞれ利用されている。

耕地は，水田(湿m も多い)と畑地が相半ばしている。作物には水稲，麦類のほかタパコ，白菜，落花

生などが多い。果樹ではナVが最も多く，また，クワの植付ーもみられる。家畜については，大家畜のうち

飼養頭数からいえば，現在のと乙ろ役肉用牛が最も多く，ついで馬，乳用牛の順となっている。乙のほか

豚，ニワトリも多く飼育されている。したがって，耕地の土地利用方式を総括すると，それは，主穀作を

中心としてそれに果樹，畜産および養蚕が組み合わさったものといえよう。

iii) 第 2 次生産段階に当たる加工過程として，地域内には製材業 15 工場が操業しているのをはじめ，

そのほかに製薪炭，竹その他の木材加工が営まれている。農業ではめん類加工，なたね油しぼりがみられ

るが，そのほとんどは兼業形態のもとで行なわれている。

iv) 地域林業・農業の生産動向として，次の諸点が指摘できる。

とくに民有林地においては，林産物需要構造の一般的な趨勢に対処するため，従来の製薪炭および農用

林として利用するために広葉樹林の一部を， スギなどの用材生産のための用材林l也九転換する傾向にあ

る。また，加工過程では，乙の地域が都市近郊に立地しているという恵まれた立地条件を活かして，林産

物の加工・利用面をできるだけ高めようとする対応をみせている。その一例として，地域内の製材業では

建築業を兼営し，住宅建築に必要な諸資材をみずから調達し， しかも東京およびその周辺の建築需要に敏

速に応じる方向をとりつつある。

農業においても，同じく都市近郊という立地条件に着目して，市乳の主産地を目ざして畜産部門の拡大

(1沼. 35-40 の 5 か年聞に，粗生産を約 2 倍lζ伸ばす計画)，およびそれに加えて果樹，そ菜部門の拡大

をねらっている。

本1 乙の八郷町は，文(18) における調査地域と同一地域である。
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5. 推算式ネ1

i ) 地域林業純生産=地域林業粗生産一地域林業的失費

ii) 単位林地面積 (ha) 当たり地域林業純生産=地域林業純生産/地域林地総面積

6. 生産方法制

推算l乙際して次の生産方法を用いた。

i ) 林 業(林地利用)

1 用材生産

II : 1 +副産物利則

Ill:II +製材生産

IV:Ill +製薪炭

V:IV +チップ生産

VI:V +その他の木材加工

VIl:VI その他付加的地域所得

7. 技術水準・生産規模

推算K際して技術水準・生産規模を，次のように想、定した。

(a) 推算方法E の場合

地域における林業の技術水準・生産規模の把握は，最近までの約 5 か年聞における諸資料および聞取調

査結果によった。なお，推算!C用いた諸資料・数値は. r付属資料J !ζ記載した。

( b) 推算方法Eの場合

林業(林地利用)では，推算方法E の場合に比べて，とくに次の諸想定が許されるものとする。なお，

これらの想定の背後にある基礎的諸数値は. r付属資料J !己記載した。①販売用木炭生産は現状 (3 1. 000 

俵)より半減し，また，販売用薪生産は行なわれないとし，それにともなって現状の広葉樹林地の 70 % 

を，スギ用材生産のための林地に転換する。②主要樹種別林地では，いずれもとの地域に適用できる林分

収穫表(樹種別)の地位 2 等地に相当する産出量叫が期待できるとする。③林地残材・製材廃材のより高

*1 地域農業純生産=地域農業組生産一地域農業的失費

単位耕地面積 (ha) 当たり地域農業純生産=地域農業純生産/地域耕地総面積

叫 1) 生産方法VIlにおける"その他付加的地域所得"の内容は，地域内林業団体から，地域住民が

うる労賃部分，ならびに地域内国有林地から，地域住民がうる労賃などの付加的地域所得を指

す。

2) 乙れらの生産方法は. 1 →VIlへとすすむにつれて，林地(林産物)利用の高度化の方向をた

どるものと考える。

3) 乙れらの生産方法は，推算方法皿の場合には. 1 →VIl.-，.と順次に選択していくものと想定す

る。しかし推算方法Eの場合には，地域の現状からみて現存していない土地(土地産物)利用

を考慮しない乙ととし，それを組み入れた生産方法は除外する。すなわち，推算方法E の場合

の林業においては，この地域ではまだチップ生産が普遍化していないため，チップ生産を組み

入れている生産方法Vは除外した。

判 推算 !C際しては，乙の産出量として具体的には平均収穫量(林分収穫表に示されているある林齢

一一乙乙では伐期に相当する林齢一一のha当たり主・間伐材積累計すなわち総収穫量を，その林齢

一一伐期ーーで除した年平均値)を用いた。
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度な利用を行なうため，林地残材の 50% と製材廃材の 805揺をチップ原木として利用する。そして乙れら

の原木によって，年間約 3 ， 360m3 を生産するチップ工場 10 工場を新たに地域内!L立地させる。④用材生

乙れらの原木によって生産される製材生産量は，推算なお.産量の 35% を製材用原木として利用する。

推算チップ生産以外のその他の木材加工の生産規模は，方法 E の場合K比ぺて 2 倍にあたる。③製材，

方法H の場合の 2 倍とする。

推算結果8. 

次のとおさて，前述した推算手}I聞によって行はった八郷地域における地域休業純生産の推算結果は，

「付属資り。ただし，ここでは総括表(第lV-'O表)のみを示し，推算過程と基礎数値などについては，

料J として一括柊理し，末尾に掲げた。

表括総果結算推第lV-10 表

生産段階別，生産方法別，年・ ha当たり地域林業純生産(千円)

産生純

推算方法Eの場合

(88) 
(90) 

35 
36 

E
w
v
w
u
w
 

材
炭
プツ
※

製
薪
チ
※
※

+
十
+
+
+

E
E
W
V
羽

業林

林域地

推算方法E の場合
生産方法生産段階

(用材生産) 1 
(1+副産物) II 

(97) 
(97) 

(124) 
(128) 
(135) 

n
y
n
u
-
q
u
R
d
 

つ
ο
A
竺
必
今
必
竺

a 

b 

注) 1. a: 第 l 次生産段階， b :第 l 次+第 2 次生産段階

2. ※・その他の木材加工， ※※:付加的地域所得

3. 地域純生産計測という観点からの本表の詳しい考察は，次項 9 において行なわれるが，本表の

地域純生産から直ちに，耕・草・林地の比較有利性を判定するというように誤解されないために，

本表の読み方について「土地利用区分方法」の体系に則して若干の説明を加えておきたい。

さきに II-4 において明確にしたどとく，土地利用区分の経済指標として地域純生産が用いら

れる場合は，その以前において，土地純収益による経営試算が行なわれなければならない。この

土地純収益の試算によって，その値がプラスを示すかマイナスを示すかは，土地利用の合理化を

はかる土地利用区分において，きわめて重要な意義をもっ乙とは，改めて指摘するまでもない。

投入資料は現地における施業事例からとり，収穫量は該当地方の収穫表38)仰を用いた。施業事

例は (A) スギ 40 年伐期 (II 等地)， (A') スギ 40 年伐期(皿等地) (B) アカマツ 30 年伐期

(II 等地)の 3 つをとり， それぞれの年当たり土地純収益(林地収益価(土地期望価) Beux 

O.OP) を算出した。投入量と算出量は次表のとおりである。

量入投第 IV-ll 表

考

現地における林業労賃
1 人 7∞円(昭和38年)
l 人 1 ，∞o円(昭和39年)
苗木スギ 13円

マヅ 3 円

備B A' A 

数

造林
保育
除伐・枝打

計

\施業法
¥ 
栽本植

労
働
量
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第 IV-12 表産 l['， fll: (m3) 

マ珂 A 

主伐
間伐
計

A' B 

194.5 
69.5 

264. 。

なお立木flHi絡は38年における平均価格(ス

ギ主伐材1ll3~ t.こり 11 ‘ OOOfTJ ，アカマツ 6 ， 900

円)を!甘い，利率 5%の場合の年純収益を求

めると次のとおりである。

第1V-13 表 反当たり年・純収益 (Beux O. 05) (単位円) 左表lとみられるように，い

\施業法 I ^ I ^ , I ずれの施業法も土地純収益は
[ A [A'  B 

労賃" I r>. I | プラスの値をとり，林業的土

労賃 700 円の場合 I 3 ， 9∞ I 2, 700 Iι 2 ， 2∞ 地利用の経済的合理性が証明
i i i されている。しかも，木材価

労賃 1 ， 000円の場合 I 3, 600 I 2, 400 I 1, 910 
| | | 絡を一定とし，労賃が 700 円

からし 000 円に上昇しでも，各生産方法とも純収益はプラスの仙を示しており，林業的土地利用

が経済的であることを明らかにしている。

9. 推算結果の吟味と今後の問題

(a) 生産段階と推算結果

i) 地域林業純生産は，第 l 次生産から第 2 次生産段階にわたって土地利用・生産物利用の高度化

を指向する生産方法をとる乙とによって，順次，その付加価値を形成してくる。

ii) いま，上掲の推算結果から林業(林地利用)の場合について，第 l 次生産段階に比べて第 2 次

生産段階における地域林業純生産の推算値を求めると，そこでは製材生産から製薪炭，チップ，その他の

木材加工などを組み入れる乙とによって，推算方法Eでは 36→45 ， すなわち 9 の増加がみられ，また，

推算方法Eでは 90→135，すなわち 45 の増加がみられる(なお，推算方法Eの腸合がとのように増大して

いるのは，さきに提示したごとく推算方法 111己比べて技術水準・生産規模の上昇を想定したことにもとづ

いている)。

ところで，この形成された付加価値分を，第 l 次生産から第 2 次生産段階の全範囲にわたって形成され

た総付加価値分に対する寄与割合(%)を求めてみると，推算方法E の場合の 9 は推算方法E において

算出された総付加価値分 10 (45-35=10) の 90% に，また推算方法Eの 45 は，推算方法Eにおいて算出

された総付加価値分 47 (1 35-88=47) の 95% にあたる。

iii) 上述のごとく付加価値の形成が，林業においては第 l 次生産段階におけるよりも第 2 次生産段

階においてとくに著しい乙との理由は，さきに指摘した「農産物に比して原料生産的であり，平均的にみ

てその加工過程が長く，原木の供給が加工業や関連産業部門の雇用や所得に大きな影響を及ぼす」という

林産物のもつ性格によるものである。端的にいえば，それは製材生産，さらには林地残・製材廃材利用に

よるチップ生産など，林産物のより高度利用を行なったためである。

なお，農・林業間において，第 l 次生産段階で形成される付加価値分を比較するためには，その前提と

して，一方耕地においては，耕種生産(この場合相対的にいって最も組放な耕地利用と考える)に果樹，

養蚕，畜産部門を順次組み入れる過程で形成される付加価値分を，他方林地においては，薪炭林(この場

合相対的にいって最も粗放な林地利用と考える)を用材生産のために林種転換することによって，またそ

の用材林化の場合どのような生産方法(樹種，伐期，作業種などの組合せ)をとるかによって形成される

付加価値分を，それぞれ明らか lとするとともに，その地域で実現可能性をもっ耕・草・林地別の土地利用

方式を事前に決定しておく乙とが必要となる。
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iv) ともあれ，林業と農業において生産段階を奥にする場合には，そ乙での付加価値分の形成が異

なり，しかもそれが全生産段階での総付加価値分に対する寄与割合をも異にする。なかんずく林業の場合

には，第 2 次生産段階での増加が，また寄与割合が全生産段階での総付加価値分に対してとくに著しいと

いう点が指摘できる。

したがって，その地域における土地利用産業の経済的活動の実態を明らかにする(推算方法 II) ため，

また土地利用の現状を改善して，地域農林業の発展を図ろうとする場合，その改善計画なり地域土地利用

計画が，いかなる経済効果を地域社会にもたらすかを予測する(推算方法III) ため，さらにまた，その地

域における土地利用競合を調整する機能を発揮するためにも，各土地利用種間で，地域純生産をどの生産

段階までとり上げるかを明確にしておくことがきわめて重要な問題となる。

(b) 今後の問題

本項の冒頭で本推算の日的と限界点についてのぺたどとく，推算を今後よりいっそう「土地利用区分方

法」に沿った計測に向けるためには，推算lこ先きだって土地単位ごとに土地利用種別の利用適性を明らか

にすることが必要となる。

次に，問題を本推算の範囲内 l乙限ってみよう。そ乙では，まず付属資料に示した個々の計算上で設けた

細かい仮定を，今後さらに必要資料の収集を行ないながら補正していくことが必要となる。しかし，乙れ

にも増して重要な点は，さきに提示した推算のための諸想定一一たとえば，ある場合には問題を極端なま

でに単純化した乙と(林地の地位を一律に 2 等地とした乙となど) .また，静態モデルでとおしたこと(価

格条件・工場規模を不変としたことなど)ーーを，今後地域における林業・農業をはじめ全産業の動向と

どのように合致させていけばよいかという視点から補正することが必要となる。なお，地域純生産の計測

はこのような補正を行なうことによって，地域における林業生産活動の現実と可能性のあいだの間隔を，

漸次，明らかにしていくための一つの手がかりをうることができると考えられる。しかし乙れは，地域計

商化の問題に関連してくるので，章を改め第V章でとり上げていきたい。
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V 地域林業計画化のための 2 ・ 3 の問題

l はじめに

i) I土地利用区分方法J によって提示される地域における林業生産活動のための諸資源の利用可能性

を現実接近させていくためには，本稿の序章でその理由を述べたように，そこでは現状における土地資源

をはじめとしてその他諸資源を利用してすすめている林業生産活動に対して，その提示された諸資源の利

用可能性に沿った新しい生産方向をとらせる手段，すなわち計画化のための配慮が要請されてくる。

したがって，この計画化のための配慮，すなわち地域の林業!C関する計画論を構築していく乙とは，わ

れわれが今後，土地利用研究を展開していくための重要な課題であると考えている。

ところで，本章Vにおいては今後取り組む課題K対する予備的考察として，試論のかたちで乙の計画化

のためのフレームワークをグッサンし，あわせてそのプレームワークにおいて， I土地利用区分方法」と

くにそのなかでの地域純生産が，どのように役だっているか吟味したい。

ii) 地域の林業に関する計画論の構築のためには，たとえば地域林業計画論，地域林地利用計画論，

および乙れら両者の相互関連などをそれぞれ明らかにしてLぺ必要が生じてくるだろうが，前述したよう

にこれらの問題は，今後われわれが取り組む課題として考え，乙乙では乙れらの方法論への接近の l っと

して，これらに必要な計画化の基本的手順K関して， 2 ・ 3 点指摘してみたい。なお，そのためには最も

慕本的な手順である地域土地利用計画化からとり上げていきたい。

地域土地利用計画化は，さきに前章E において述べたように，まず，地域K存する土地資源を，各土地

利用種(耕・草・林地利用)に対する利用可能性視点からその利用適性を評価し，区分のための諸指標に

よって利用区分する。そして次に，その区分された各土地利用種の土地を，その地域K存する労働力・資

本および制度的諸条件によってチェックしながら，その利用区分に現実性をもたせかっその利用区分を実

行可能なものにしようとするものであった。

したがって，地域林地利用計画化も，乙の地域土地利用計画化の一環として考えられる。それはまず，

その地域K存する土地資源を林地利用 IC対する利用可能性視点からその利用適性を評価し，他の土地利用

種(耕・草地利用)と利用競合する部分については，区分のための諸経済指標によって調整をとりながら

区分を確定する。次!C，その区分された林地利用の場に投入される労働力・資本の可能性および林地利用

に関する制度的諸条件によって，その区分をチェックしながらそれに現実性をもたせる。

地域林業計画化は，まず，地域林地(土地)利用計画化のもとで追究しようとする地域に存する土地資

源の利用可能性のみならず，それに加えて地域K存する労働力・資本の利用可能性をもあわせ追究し，そ

れらの可能性視点のもとで，林業における生産方向を提示する林業モデルを想定する。そして次に，その

林業モデルのために投入を必要とする労働力・資本の利用を規制・阻害する諸条件や制度的諸関係，さら

には経営構造とも関連させながら，その林業モデルの想定をチェックしつつそれに現実性をもたせる。

なお，これら地域林地利用計画化，地域林業計画化の両者は，上述の指摘からもいえるように，ともに，

地域に存する諸生産資源、をより有効に林業的利用に向けるという視点のもとでは共通しているという乙と

ができる。したがって，両計画論の明確化を今後の課題としつつも，これに関する予備的考察に着手しよ

うとしている現在，乙れら両計画(化)を， 以下の叙述では， 便宜上，地域林業計画(化) ，また場合に

よっては単に地域計画(化)と略称して用いることにする。
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2. 計画化のフレームワーク

(a) 計画化の l三l標・対象・主体

i ) 乙の地域林業計画化のための計画目標を，地域内林業従事者所得の持続的向上におく。

いま地域林業純生産増大のための基礎的要件を考えてみると，それは地域に存する土地資源、から生産科

学的側面に立って林地としての利用可能性・利用適性を明らかにし，粗生産とくにその物的な側面すなわ

ち粗生産量(具体的にいえば，前章の計測手順でのぺた年当たり平均収穫量)のより増大をはかることで

ある。なお，乙のためにはさらに，その増大のために必要とする労働力・資本の投入事情(可能性)の検

討が必要となる。

きて，このようにして増大をはかった地域林業純生産は，地域全体の林業生産活動の可能性をひき出す

ととになる。そ乙で次に問題になる点は，地域内において，果たしてその地域林業純生産を挙げるために，

そこでの生産に関与した各生産要素にその純生産が分配され，地域内K存する個々の林業経営の経営純収

益の噌大に結びつくか否かである。そしてさらにつづけて，その増大をはかった地域純生産をその生産の

ために要素用役を与えた要素用役提供者に報酬として，以前よりも持続的に増加しつつ分配しうるか否か

を検討しなければならなくなる。

要するに，地域林業純生産の増大をはかる乙とが地域における林業生産活動にどのように寄与するかに

ついて，幾つかのステップを経ながら吟味し，その最後の到達点をここでの計画目標とした。

ii) 計画対象に，上述した地域内林業従事者所得をおく。この計画対象に作用する要因として，①

育林生産・伐出および木材加工・利用各生産部門の組織，②生産 3 要素である土地，労働力，資本のそれ

ら各生産部門における結合関係，③自然的・経済的立地条件，以上の 3 者を考える。次lζ，乙れら 3 要因

相互の関連をみる。すなわち，①の新しい生産部門の組織の想定がなされた次の段階で，その組織づけを

より明確にするため，②の各生産要素の結合関係=技術水準の選択が必要となる。このため，乙れら①と

③の要因ば，ともに新しい生産方向を提示するために不可欠な要因であり，③の自然的・経済的立地条件

はこれら両要因の外側の条件=環境にあたる。したがって，これら①と②は上述した計画対象に直接的に

作用する要因=計画対象要因，また③はそのための前提=計画前提にそれぞれあたるものと考えることが

できる。

iii) 計画化のための計画主体に乙こでは公的な各種林業関係機関を考える。

この計画主体に関して，これをどのように明確化するかをめぐって，たとえば，地域計画立案主体とそ

の計画実行主体は異なってもよい。またそれと反対に，両者は同一主体であってはじめて実行可能な地域

計画の作成は可能となるなど，種々な論議があり，この問題は今後の地域計画論の中心的部門の l つにな

ると考える。

個別経営計画の樹立は地域計画の実行主体であると乙ろの個別経営主体によって行なわれるが，地域計

画の立案者は必ずしもその個別経営主体とは合致しなく，多くの場合公的な各種機関によって担われると

考える，とすると，以下紹介する農業における「地域計画と個別経営計画の調整問題」が，また同時に，林

業における地域計画の計画主体をどのように考えていけばよいかという問題の吟味に直結すると考える。

天聞は，従来から存在していた論点として次の 3 点を挙げる。すなわち， I第 l は，適当な数の標準的経

営類型を，それぞれの地域において想定し，それを一定の地域的広がりにまで積み上げる ζ とによって，

個別経営計画は地域計画となる。そして，そのような順序によって，下から積み上げられて乙そ実行可能



n
H
U
 

内
ノ
白

林業試験場研究報告第 177 号

な地域青|咽!となるというのである。第 2 は，個別経営計iJfíi というものを強く意識せずとも，一定の地域計

画に基づいて，地域農業の発展をはかれば，その結果おのずからそ乙に新しい調和が生れ， したがって個

別経営の発展が行なわれるというのである。第 3 は，国段階の計画，県段階の計画，その下の地域計画と

順次，計画を細分化していく形で，最終的には自立経営の営農類型の設，:1'を行なうべきだという考え方で

ある J ，0) と述べ，まだこれら両計画論の調整は未解決であって，地域計画論を明確にするためには，乙れ

ら両計画の「方法論的統合をはかること」の急務を強調している。

と乙ろで，計画主体の明確化をめぐっては上述のごとき諸問題があるわけであるが，本章ではさしあた

り，これまで本稿をつらぬいてすすめてきた論述 !C沿って，この利用主体の問題を次のように考えた。す

なわち，いま「土地利用区分方法j によって地域の農・林業聞における土地利用区分・土地の各利用穫に

対する最適利用方法K関する勧告がなされ，それが地域計画化のための基礎灼要件の l つであると考えて

いくと一一「土地利用区分方法」が地域計画化に果たす役割については，後で吟味する一一，その勧告作

成のうち少なくとも林地利用区分の作成は，各種公的な林業関係機関の共同作業にまたなければならな

い。したがって，乙とでは計画主体として，地域林業計画化のための基礎'内要件の l つである「土地利用

区分方法」の当該地域への適用を担当する各種公的な林業関係機関を考えた。

iv) 計画化のためのプレームワークは，これを大別すれば，地域における林業のすすむ基本的な行

動指針を提示し(地域診断)， 次に， それの具体的な手順(地域設計)をl明らかにするものをその内容と

しなければならないと乙ろであるが52) ，本章ではとのうちの前段=診断に相当する部分 lζ限定した。

v) さて，上述した計画対象要因である育林から伐出・加工・利用 !C至る各生産部門の組織と，そ

れら各生産部門における土地，労働力，資本の結合関係，および計画前提である自然的・経済的立地条件

は，土地利用可能性視点の場合にはもちろんのこと，現状の土地利用視点からみた場合においても，種々

な地域的差異=地域性を現わしている。そ乙でわれわれは，地域計画化のフレームワークを固めていくた

めには，とれら計画対象要因，計画前提 (C現われる土地利用の可能性・現状両視点での地域性の把握が重

要な意味をもってくる。ととろで，本章では乙のうちから，さしあたって現状視点のもとでこれらの地域

性がどのように現われているか，いいかえれば地域性の実態をどのように検出すればよいかに重点をお

しなおまた，前章で行なった地域純生産推算と地域性の関速についてもふれたい。

しかし，乙の地域性検出作業をすすめるためにも，その前段において，まず地域性の意味を吟味しでか

かる必要があると考える。

(b) 地域性の意味

i) 地域性がなぜ現われるかについて，いまこれを簡潔にいえば，それは地域内に存する生産諸資

源の大きさとそれら資源開での移動の円滑さの相違によるものであるといえよう。そして，との地域性の

内容をいま少し具体的に示すとなれば，次の 3 側面をあげる乙とができょう。すなわち，(f)林地への投

入，林地からの産出および林地上に形成される林業資本の 3 方面よりみていく林業生産展開の段階差，@

地域内における育林から伐出，さらに加工・利用までを含めた林業生産活動の違い，の地域における林業

生産活動の大わくを規制すると乙ろの自然的・経済的立地条件の違い。

ii) 乙れら地域性内容の 3 側面と前述の計画化のプレームワークの関連をみると， 3 側面のうち(f)，

@が地域計画のための計画対象要因に，そしてのが計画前提にそれぞれ相当している。
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(c) 地域性の検 11 1 11_地域性内容を示す 3 側面との関連から

i) 分析制戸j

地域汁画化のフレームワークを1~1めていくためのー側!fti として，ここで地域性検出の問題をとり上げる

が，乙れについての埋山とよって立つ視点に関しては，さきに本章Vの (a) -v) で述べたところであ

る。

さて，乙の地域性検出の問題を具体的 l亡すすめるため，乙の問題をとり上げている幾多の文献から，次

の 6 篤の関係文献一一文 (42) ，文(1 5) ，文 (10) ，文(14) ，文 (37) ，文 (46)ーーを用い，そ乙でとられてい

る地域性検出のための接近法が，さきに地域性を知るための内容として提示した地域性内容の 3 側面と，

どのように関連しているかを吟味したい。

ところで，さきに地域性内容(1)， @, 6 の 3 側面のうち， (1), @の側面が計画対象要因に，また，E>

の側面が計画前提にそれぞれあたることを述ぺた。したがって，これら 3 側面と地域性検出の問題との関

連を吟味することが，同時に計画対象要因と計画前提の地域性を把握する乙とになる。このことはさらに，

計画の場となる地場をつねに他地域との比較のもとで，当該地域のもつ地域的な個性をとらえまた動向を

みつめながら計岡化をすすめることを可能とする。

したがって，地域性内容を示す 3 側面が地域性検出のためにどのように活かされているかを明らかにす

ることは，計画化のプレームワークの吟l味を各地域の実態と動向 lともとづいてより具体的にすすめていく

ことになる。

いま，地域性内容を示す前述の 3 側面(1)， @, 6と上述の関係 6 文献における地域性検出のための分析

視角を対応させてみると，次のごとく繋JlIーすることができる。すなわち，とくに④の側面から地域性の検

出を意図しているものに，文(10) ，文 (14) が，また，とくに④と@の両側面から地域性の検出を意図

しているものに，文 (42) が，そして@とのの両側面から地域性の検出を意図しているものに，文(15) , 

文 (37) ，文 (46) がある。

ii) 分析事例

上述した地域性内容の 3 側面と関係 6 文献の分析規角の対応を補完するため，さらに，関係 6 文献にお

ける地域性検出のための接近法，とくにその課題・方法と前述の地域性内容 3 側面との関連を吟味した

文 (42): I R 木の資本主義が林業をどのように促えたかということ」の課題のもと，北九州地方各地域

の林業の特徴を， I夫々の地域における沿革的事情」すなわち「育成林業の発達とその発達に対する社会

経済的または自然的諸条件との中 lζ見つけだそう」としている。しかもとの場合「木材は第一次産業の生

産物として直接に消費につながるよりも，より多く生産資財としての性格を強めて来た。その著しい例は

パルプ資材である。Il.pち，木材は第一次産業の生産物としてそのまま消費される食糧などと異り，第二次

産業に不可欠の原料として，多大の附加価値を生んで行く J ，という林産物のもつ原料生産的性質(農産

物とは著しく異なった)を強調し，乙れを林業の地域分析の場 l乙反映させる必要があると指摘している点

に注目したい。なぜならば，この点はさきに提示した地域性内容@の側面が地域性検出のために必要なー

側面だという指摘と考えられるからである。

分析は，山間・ ~LJ麓地帯と林業の先(中を含む)進・後進地帯との組合せによる地域林業の 4 基本類型

を設け，各類型間の地域性を明らかにしようとしている。たとえば，福岡・佐賀山間林業一一山問先進林
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業 と，佐賀西部山麓型林業一一， 1 ，麓中進型林業ーーとの聞にみられる地域性一一前者の地域では人工

林化が進んでいるのに比べて，後者の地域の人工林化はまだ地域の半分程度にとどまっているーーを，明

治中期から今日 !C至る林業発展の視点ーー商品化一ーから裏付けている。しかし，乙の地域林業類型の設

定は，そのー側面として「育成型林業の発展段階」をとり上げ，その把握を主に「民有林の薪炭林面積対

用材林面積の比」指標のみによっている。

ところで，この類型設定に際しては地域性の検出をその基礎においている。そして検出のための分析視

角は，上述の指標によって知られるごとく地域性内容④の側面にたっている。しかしここで指摘したいこ

とは，ここでの接近方法が，次 lζ紹介する文(10) .文(14) の場合一一同じく地域性内容@に焦点をあ

て，林業生産の投入・産出・林業資本の形成の 3 方面を明確にし，そのおのおのによく対応した指標を用

いているーーに比べて，単純化しすぎているとみられる点である。

文 (10) .文 (14) :まず，両文献に共通していることは，分析資料として 60 年セシサス結果を羽い，し

かもこれの利点と限界性を熟知したうえで，この資料を駆使しうるように分析方法を組み立てている点で

ある。すなわち，両文献では，地域性検出を地域性内容@に相当する林業生産活動における投入・産出・

林地上に形成される林業資本の 3 方面よりとらえやすいように，分析資料から指標を選んでいる点であ

る。なお，文 (10)では，用いる指標に「レベルの指標J. Iテンポの指標*lJ というように，指標のもつ意

味を明確にさせた乙とが分析資料 lζ用いたセンサス結果の読み方を非常にすっきりさせ，地域性の肥梶を

一層容易にさせた。

次 l己，林業の生産活動一一両文献はともに考察の対象を主として，小私有林においているーーにおける

投入・産出・資本形成の 3 者をどのようにみるかに関しては，両文献ではそれぞれ視点を異にしている。

すなわち，これら 3 方面の関係が， 文(1 0) でば「経営体の中で，投入と産出が自生的!c展開しがたい構

造になっているという乙と.いわば循環力が非常に弱い判」ために，互いにプツプツと分断されていると

みるのに対して， 文 (14) では，逆に乙れら 3 方面は相互に関連し合い，なかでも「家族経営的林業の自

律的展開を可能ならしめる契機のひとつは，林木蓄積それ自体，いうなれば過去においてなされた造林投

資の大きさ自体」にあるとして，形成される林業資本の機能を重視している。

両文献にみられるこの違いのために，分析資料としてともにセンサス結果を用いながらも，両文献では

地域性の検出に違いがみられる。すなわち，文 (10) では，投入(造林の進展度).産出(商品生産の進展

度)および資本(林業資産の形成度)ごとに，前述のレベノレとテンポをよく示しうる適切な指標を選び出

し，それによってこれら 3 方面をそれぞれ並列させながら，全国各ブロック聞の地域性を明らかにしてい

る。文(14) では，乙れと異なり 3 方面それぞれでの分析につづけて乙れら 3 方面を関連づける意図のも

とに「林木蓄積の質や量が投入水準や産出水準にまったく反映しないと断定できるか」との反問のもとに，

5 ~10 町と階層には限定を設けてはいるものの， そこでは投入と産出判の関連を検証し， 両者の間に高

い相関がみられる点を例証している。

*1 レベルの指標.林業的利用の一般的現況を示すもの。テシポの指標.林業的利用の最近の動向を

示すもの。

叫 もっとも，文 (10) ではとの自生(律)化の芽を「家族労働力の林地利用(又は林業部門)への

洗下固定」においている。

*3 投入の指標lζは，保有山林 l 町当たりの植栽手入れ労働投下量を，また産出の指標には，同じく

l 町当たりの林産物販売金額を用いている。
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文 (37): r不均質で多様な態様をもって分布しているわが国林業の諸様相を，できるだけ局地的構造lζ

焦点をあてて検討すること」を，林業の地域構造分析の課題としている。と乙ろで，この文献で注目した

いことの l つは，上述の課題からも知られるように，林業構造が基本的 ICは自然的立地条件によって強く

規制され，そのためその楠造が地域の内部で，随所に顕著な地域的個性を現わしているので，分析に当た

っては局地的構造にまで下げてみていく必要があると指摘している点である。次に注目したいことは，上

述の文(10) ，文(1 4) と同じ分析方法をとりながら一一地域性内容④一一，上述の自然的立地条件に加えて

さらに交通立地条件の変化を含む地域の経済的立地条件との関連から，地域における林業の地域性をとら

えるために，具体的な地域を対象1C，分析をすすめている点である。すなわち，その分析においては，地

域のなかで林業生産が相対的にすすんでいる地区が「飛石的」に， しかもある場合には都市近郊にまでわ

たってみられる事実をっきとめている判。また，ある地域を対象とした分析では，地域のなかでは林業と

農業の発展のステージは必ずしも一致しないのではないか。林業の地域構造，地域性を明らかにするため

には，むしろ両者の構造は互いに重なり合った「重層的構造」をもっているとの見方を導入する乙との妥

当性を例証将によって示している。

以上，要するに文 (37) からは，林業の地域情造，地域性の杷握のために，上述のごとく地域性内容の④

とのの両側面からみてゆく乙との必要性を立論し，かっそれを例証している点に意味を見い出した。

文(1 5) : r林業生産の推移と段階」に分析視点をおいて

「農林省統計によって，府県を単位とする林業生産の地域

性」を明らかにしようとしている。そして，その「林業生

産の段階を示す指標には，人工林率，用材生産量および樹

種構成」を用いている。次に，これら 3 指標によって具体

的に地域性検山の作業をすすめ，その結果「わが国におけ

る林業の先進地帯」とみなしうる地域としての条件1C，次

の 3 点，すなわち，人工造林率の高い地，森林蓄積・樹種

第V-1 図 農業の経済地帯と林業の経済

地帯の重層的構造(模式図)

構成からみて高伐期の人工ー林を中心とする地域，および素材生産量の多い地域を挙げている。また，地域

性検出の結論のひとつとして，そのような林業生産の段階差=地域性は， í結局，地域の自然的条件に林業

生産が大きく規定されていることを示す」ものであると指摘している。さらに，今後における諜題として

「地域の農業や工業との関連，つまり，地域の産業構造の中に占める林業生産の位置，地域の他産業の推

移と林業生産の推移との関連」を検討する必要性を強調している。

さて，乙の文 (15) で注目したい点は，上述したようにここで用いられる指標・検出作業・今後の課題が，

さきに提示した地域性内容④， @，のの 3 側面すべてにわたって問題を提起しているという点である。

すなわち，用いられる 3 指標は地域性内容の④側面に相当しており，また，地域性検出の結果から，地域

性の把握のためには自然立地条件など地域性内容のの側面の重要性を指摘している。さらに今後における

*1 奈良吉野地方から有国Jl I上・下流地域および大阪近郊に到る地域において，人工林化のすすんで

いる地区が飛石的に立地している事実を指摘している。

*2 栃木県という行政区画(県)と一致させた地域について，農業との関連でいえる上述の「重層的

構造j の事実を示している。なお，重層的構造の模式図は第Vー 1 図のとおり(文 37 ， P.263 よ

り一部修正のうえ引用)。
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地域分析の課題としてあげている地域の産業構造と地域の林業との関連をl川般にする必要があるという指

摘は，林産物のもつ原料生産的性格を完結させるような地域内における林業の生産活動をとらえるという

立場からみて，重要な地域性内容@と関連している。

文 (46) :地域性の検 1_ 1.\ (地域における個別性の摘出)は，基本的には前述した地域性内容④，@， (3)の

3 側面に立ちながらも，分析方法を組み立てる過程においてとくに次の諸点を重視した。① K ・マンテノレ

の林業経済立地に関する所論11)_-とくに林業立地は自然的立地条件に強く規制されるところにその特異

性がある一一一。 ②地域性の杷握のためには，できるだけ地域の局地的構.ìß'己規点をおく必要があるとい

う文 (37) の指摘。 ③林業生産の状況をとらえるために分析資料としてセンサス結果を駆使するために確

立された文(10) ，文( 14) における投入・産出・資本形成の見方およびそれらに対応する指標の選び方(前

述したレベル，テンポの考え方など)。④木材はJ]II工・利用過程においてより多くの付加価値を生ずると

いう性質の指摘一一文 (42) ，文(1 5) ，および地域経済~の寄与の大きさを知るためには地域林業純生産を

とらえる必要があるという文 (27) の指摘。

また，分析方法を具体化するため，とくに次の諸点 !C重点をおいた。①分析資料 lとは主として 60 年セ

シサス結果を用いた。②地域の局地的構造を知るため，最小単位の地区に旧市町村をとった。③前述の

地域性内容@を知るため，指標 lこ地域林業純生産を用いたかったが，資料のもつ制約からこれを地域林業

担l生産で代行した。 ④地域性検出のために次の 4 指標を用いた。すなわち，林業生産の水準を知る指標

として人工林率，林業生産のテンポを知る指標として植栽比率，地域林業の受容力を知る指標として地域

林業粗生産，林業生産の再投資の状況を知る指標として地域林業組生産に対する造林投資率。

分析の結果:天竜地域では地域の中央に林業生産の高い水準の地区が数地区にわたって存在しているこ

と，しかし他方，とくに肱川地域*1 では林業生産の高水準・テンポを示す地区が，地域のなかの都市(地

方木材市場)周辺のみならず奥地地区にわたって「飛石的」に立地している事実を摘出しえた。乙のこと

から，一方では地域によって立地配置の線相の著しい違いを，また他方では地域内 lとみられる林業立地の

不均一な様相を知る乙とができた。

iii) 地域純生産の推算と地域性

前章 W において地域純生産の推算事例を提示した。その事例では，地域における林業(林地利用)，農

業(耕地利用)の生産活動の実態を明らかにする推算方法E と，それらの活動の現状を改善して，地域農

林業の発展を図ろうとする場合，その改善計画なり地域土地利用計画が，いかなる経済効果を地域社会に

もたらすかを予測する推算方法Eの両者の地域純生産の推算を行なった。乙れらの推算は，さきに示した

地域性内容@，すなわち育林・伐出さらに加工・利用までにわたる地域における林業生産活動を具体的に

とらえることを意味している。

したがって，地域林業純生産の推算結果 lとみられる差は，地域内における林業生産活動の遠いを示すこ

とになり，前述の地域性内容の@側面から地域性をとらえることになる。

(d) 地域の画定

さきに「土地利用区分方法j のための経済指標とくに地域純生産の吟味に際しては，そとで考慮さるべ

き地域の範囲として，林業の原料生産的性格が貫かれる乙とが必要な条件であると指摘した。

*1 分析地域は 3 地域で，天竜川，肱川および北上川l流域をとった。
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さて，地域計画化，またその基礎的要件としての地域性検出問題のためにも，上述した「土地利用区分

方法」での論議の延長として，地域の範囲をどの程度にくくっていくかという地域l画定の吟味が必要とな

ってくる。以下，乙こでは，これに関して次の 2 点を指摘したい。

i ) 林業においても，最近，商品生産にみられる一般的傾向一一生産物は相当大量に，かつ計画的

に市場に供給されはじめた を是認し，地減計画化に際しては，この傾向に対応できる生産地域の大き

さをす十回単位として画定する必要がある問。

さらにまた，地域農業における作日編成・改編のための 3 方向53州は，地域林業における各生産部門の

組織づけを多面的にするのみならず，計画単位たりうる地峨の大きさを画定する吟味のためにも等しく基

機的要件となる。

ii) 立地条件とくに自然的立地条件から地域を微視的にみていけば~，くほど，地域における林業の

内部機成は，複雑・不均一な様相をみせる。このため，地域の画定が困難になり，画定される境界線のも

つ意味は弱くなる 21>。したがって，地域の画定は，分析手段の l っとして，必要資料の収集事情などから

例えば行政区画と一致させる操作をとらざるをえない場合が多い。

しかし，地域計画化のl吟味の場合一一いま，計画主体lζ前述したように，公的な林業関係機関を考える

一一，各種行政区I岡そのものが地域画定のための直接的要因となる。

3. 地域計画化と「土地利用区分」

i) 前述した地域計画化のためのプレームワークに対して. I土地利用区分方法」が果たす役割を次

の 2 点について吟味する。その第 l は. I土地利用区分方法」を貫く論理が地域計|・画化とどのように結び

っくかの点であり，第 2 は，地域計画化のための計画対象要因・計画前提に対して. I土地利用区分方法」

の基本的な手順がどのように結びつくかの点である。

ii) 第 l の点について I土地利用区分方法」は，地域の主体的事情・公共上の諸配慮を捨象してお

り，さらにまた，地域内 !C存する土地資源以外の労働力，資本については，これらを二義的 lζ扱いながら，

焦点をもっぱら土地資源の各土地利用種(緋・草・林地利用) K対する利用可能性・利用適性を追究し，

かっl児催 lとする乙とによって，その論旨を貫いている。

したがって，この論理によって貫かれている「土地利用区分方法」は，地域計lfllÍ化のための理想計画的

(制度的諸条件の制約のないもとで，地域内に存する土地資源、をはじめとして労働力，資本それぞれの利

用可能性・利用適性と合理的配分を扱う)のうちのー側面=土地資源に関する利用可能性を明らかにしよ

うとするものであり，この意味からいって，この区分方法は，地域計画化のために不可欠な第 l の階梯と

みることができる。

iii) 第 2 の点!Cついて:①地域における土地資源の自然、的・交通的性質から，最小の土地単位を類

別する“土地分類"作業は，地域の立地条件を把握することであり，前述した地域計画化のための計画前

*1 第 l は. I農業の商品生産化が進展すればするほど，需要の側からは農産物の生産(供給)単位

が多くなることを要求してくる。そこで，今後の農業経営はできるだけ単純な作目編成にして各生

産部門の生産規模を大きくしていく方向 !C変えていくべきであろう(単純化の原理) J 。 第 2 は，

「商品生産段階では商品の品質が一定基準のものに揃う乙とが非常に重要な要件となってくる。し

たがって，作目編成における品種(系統)を均一化して同一生産物の品質・規格の経営聞の統ーを

計る必要がある(統一化の原理)J。第 3 は. I同一地域内の経営はできる限り経営組織を同じ類型

のものに揃える方向をとるべきである(類型化の原理)J。
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提とみなすことができる。 ②土地分類によって得られた個々の土地単位について，土地の林業的利用を

追究し，林地としての利用可能性・利用適性を抱握する"土地分級"作業は，林業生産の投入・産出事情

を明らかにすること，いL功〉えると前述した地域計画化のための計画対象の基礎的要件を明らかにするこ

とができる。 ③自然立地による区分→交通立地による区分→土地純収益による区分→地域純生産による

区分という 4 ステップ一一第IV章一 2 一ーによって，順次，各土地利用種の利用適性をふるっていくとこ

ろの"厳密な意味での土地利用区分"作業は，上述の土地分級の場合に比ぺて，地域内林業従事者所得を

とらえる手がかりを得る乙とが可能となる。

このことは，われわれがさきに第 I 章で純生産概念をことさら細かくとり上げたことと関連している。

すなわち，あの場合われわれは，純生産とは生産活動の結果としてその活動全体の成果をあらわす総体概

念である点を指摘し，また同時に，乙の純生産の概念は，その純生産を各生産要素K分配される収益の概

念，また各生産要素用役提供者に分配される分配の概念とも異なっている点を合わせ指摘した。

さて，との地域林業純生産の計測をとおして，地域計画化のための計画対象を明らかにすることは，と

りもなおさず，その計画の場となる地域における林業生産活動の成果を，まずもって地域全体として把握

することにはじまる。そして乙の把握された地域林業純生産を基礎にして，次には，地域内各林業経営の

改善(収益哨大)，さらにまた，それら経営に関与した各経営要素用役提供者のための所得増大の可能性

の追及~と問題を展開させていく乙とができる。

要するに， r土地利用区分方法」とくに地域純生産の但娠は，上述したように地域計画化の問題として

とどまるだけでなく，また，地域内における個別経営計画化 lζ対しでも(間接的ではあるが)寄与しうる

乙とになり，地域計画化と個別経営計画化の両者を結接させる役割を果たす乙とができる。しかもまた，

この地域純生産のJ巴握は，究極的には前述した汁画目標すなわち地域内林業従事者所得の持続的向上のた

めの基礎的要件の l つになる。

したがって，上述の"土地分級"作業に比べて，乙の"厳密な意味での土地利用区分"作業は，地域純

生産の計測をとおして前述した計画対象=地域内林業従事者所得を，よりいっそう明らかにしていく手順

という乙とができる。

4. 今後の問題

(a) 地域純生産計測上の問題

これまでの考察から，地域純生産の把握は， r土地利用区分方法」においては土地利用競合を調整する

ための重要な機能を付与されている点，地域計画化をすすめる上では，言r"j面化のプレームワークとくに計

画目標・対象を明らかにするための基礎的要件になる点，さらに間接的ではあるが地域内の個別経営計画

のためには，その計画の大わくを示すことに寄与する点などを指摘した。

ととろで，前述した推算子順とその事例は，幾多の想定のもとで組み立てられかっ実証をすすめたもの

であるがため，上述の諸指摘点を明らかにするための必要条件の l つになりえても，まだ十分条件とはい

いきれない。 ト分条件となりうるためには，その地域純生産をあげるために，地域の林業生産活動がその

地域で存在しうる最良状態にあると考えてよし功〉どうかの吟味を必要とする。乙のためには，たとえば，

林業のみならず農業lζ関して，その生産活動に必要な労働力の地域内固定化の問題，および農・林産加工

工場の規模拡大にともなって必要とする資本，農業においてはとくに新基幹作目の設定に必要な資本が，

可能性視点のもとで想定したとおりに満たしうるものかどうか，もし満たし得ない場合にはどのような阻
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害要凶が立ちふさがっているか， しかもこれら資本投入のための阻害要因の吟味とその地域に対する公共

投資の問題とどのように関連づけていけば問題接近を果たしうるかなどの諸点が考えられなければならな

くなる。このような地域内労働力・資本の利用可能性と調達のための限界に関する吟味は，さらにまた，

それを受けとめる地域の林業・農業の経営構造をどのように把握するかという大きい問題とも関連をもっ

てくる。

( b) 地域計画化論への展望

i) ここでは「土地利用区分方法」が本来意図している地域土地利用計画化において吟味される諸論

点をとり上げながら，計画化のフレームワークについて今後補強を要する問題点を指摘したい。

ii) 1"土地利用区分方法」が本来意図しているものは，地域に存する生産諸資源とくに土地資源の利

用可能性を追究し，各土地利用種に対する利用適性を明らかにするところの生産科学的土地利用区分にと

どまることなしさらに，第 1 ，己人口，労働力，国民生活水準，土地所有，国際貿易など国民経済をめぐ

る諸条件の構造変化，第 2 ，乙産業における土地利用政策の変遷，第 3 ，乙造林，開墾，草地造成，土地改良

などにおける公共投・融資の変遷，第 4 ，乙当該地域における地域社会・地域経済の構造変化と動向などの

諸側面を吟味することによって，地域土地利用計画化の方向とその計画化の実施段階における諸問題を明

らかにしようとしている。

iii) 1"土地利用区分方法」から地域計画化論へと問題を展開させるワンステップとして，われわれは

さきに計画化のプレームワークを提示した。今後，このフレームワークを補強していくためには，上述し

た計画化のために吟味すべき諸側面をも考慮に入れながら，まず第 1 ，乙次の点を重視していきたい。すな

わち，それは，計画化の位置づけを地域における全産業的さらにはまた広く国民経済の視点からそれぞれ

明らかにしておく必要があるという点である。乙の点についていま少し付言しよう。地域計画論，しかも

それが地域内の l 産業一一一本稿では林業ーーに焦点を合わせる場合にはなおさらの乙とであるが，その計

画のもつ基本的な性格は，地域内における全産業的観点すなわち地域内に存する林業以外の産業における

計画との関連のもとでーーとくに農業の地域計画と密接な関連をもっ一一，その計画がどのような位置づ

けにあるか，さらに加えて国民経済全体の視点からみて，その地域が国の総合経済開発計画のもとでどの

ような位置づけを与えられているかという点との相互関連によって，強く規定されてくるからである。

iv) 提示したけ I.j面化のプレームワークは，対象領域を地域林業における基本的方向の提示，すなわち，

地域診断の問題にとどめた。しかし今後においては，その領域を地域診断にとどめることなくそこで下し

た診断を実現するための手段，すなわち地域設計九と展開してゆく必要がある。なお，診断の問題はその

設計への展開の過程でさらに吟味をつづける。その場合，一方では例示された基本的方向をささえるため

に，制度的諸側面の在り方を吟味する乙とが重要となるとともに，他方ではその地域内の個別経営におけ

る経営主体の事情，およびその経営のもとにある土地をはじめ諸経営要素をめぐる諸問題一一諸要素の利

用可能性を明らかにすることはもちろん必要であるが，同時に諸要素の利用上・流動上にまつわる制限要

因の摘出と除去の方法一ーをどのように提示するかが重要な問題となる。

VI 総括

はしがき:本稿では，土地利用区分に関する方法論研究の共同研究に参加したわれわれが，乙の研究を

われわれなりにそしゃくしつつ経過してきた乙れまでの研究の整理，および，今後研究を地域計画化の方
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|旬にすすめたい理由とそのための予備的考察を行なった。

なお，本稿では考察の中心を地域純生産においた。乙れは，土地利用区分のためにj司!，>られた諸経済指

標のうち，区分方法にしたがえば最後に用いられ，耕・草・林地利用種聞の土地利用競合を調整する重要

な機能をになっている。

第 I 章:地域純生産の基礎になる純生産は，生産活動の成果を総体としてとらえるところの概念であり，

その純生産が各生産要素に分配される機能的分配概念の収益とも，またその生産要素の用役を提供した要

素j日役提供者に分配される人的分配概念の所得とも異なっている。

地域における林業の性絡については，地域純生産視点から幾多の文献において接近がなされている。本

稿のとる接近法も乙れら文献と一致しているので，まず文献的考察によって，乙の問題に対する接近法の

輪郭を明らかにした。

第H章:土地利用区分が要請される背景として，一方では国民経済の発展にしたがって国土の高度利用

はつねに国民経済的要請として厳存し，産業間とくに土地産業である農・林業における土地利用競合は一

段とはげしくなる点を，また他方では林業自身生産期間が長期にわたり資本の長期的投下固定を必要とす

るがため，土地利用の長期的安定を必要とする点をとくに強調した。

次K.考察は，本稿における重要項目の l つである利用区分のための経済指標の吟味へとすすむ。ここで

は土地純収益，土地利用所得，土地単位面積当たり国民純生産，同地域純生産をとり上げ，それらの相互

関連を明らかにしたのち，土地純収益と土地利用所得は土地利用種(緋・草・林地利用)それぞれの内部

においては，土地利用の成果の判定に有効な指標となりうるが， しかし利用競合に対する調整という各土

地利用種に共通した尺度が要請される場合には，国民純生産，地域純生産が，とくに競合問題の生ずる地

域ごとにとらえうる地域純生産が最も有効である点を指摘した。

なお，土地利用区分の手順を理解するうえで重要な乙との 1 つは，地域純生産が用いられる場合，その

前段において，各土地利用種それぞれに労働生産性の高い経営の方向を指向する土地利用経営が十分成立

しうる条件が整っていなければならないという点である。そこで，今後は経済発展に応じて，乙の経営成

立条件の吟味とそのために用いられる土地純収益の果たす役割がますます重要となってくる点をあわせ指

摘した。

第田章:利用区分方法の組立てにおいては，地域純生産が重要なかなめをなしている。利用区分の最後

の段階では，論議が具体的になり地域純生産の計測が問題になる。本章では，まず計測に当たって考慮す

べき基本的事項一一地域・生産段階・価格のとり方および算定式一一，計測手順および今後における問題

点を吟味した。なお，今後における問題点は， 1 つには生産段階のとり方と密接な関連をもっ計測の土俵

すなわち地域の範囲，他の l つは計測因子としてとれを加えるか否かをめぐる公共投資費・投資効果の扱

い方についてであった。

第W章:土地利用区分の手法の現地適用をすすめる作業の一環として，地域純生産の計測手順の実際化

と計測の実証を，茨城県下で行ない，その中間段階での推算結果を提示した。推算lま，現実の土地利用に

もとづく場合(推算方法 II) , およびその地域の歴史的・現実的土地利用の上にたって，しかも地域農林

業の発展を図ろうとして土地利用の可能性を求める場合(推算方法III) について行なった。ただし，推算

l乙先きだって対象地域の全域にわたって生産科学的見地にたった資源調査，各土地利用種lζ対する利用適

性の明示を行なっていないという限界をもっている。
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推算結果については生産段階との関連から，とくに次の包点、を指摘した。第 1 )，1.\は，林業では，林産物

のもつ原料生践的性格を反映して，全生産段階のうちで第 2 次生産段階において，地域純生産の増加が著

しい。第 2 点は，第 l 次生産段階ではL功〉なる土地利用方式をとるか，別言すればl'かなる部門構成とす

るかによって地域純生産額は異なってくる。具体的には農業において土地利用方式を耕種生産のみにする

か，果樹，畜産部門を加えた資本集約的な土地利用方式にするか，林業では薪炭林とするか，長伐期の)目

材林生産とするか，短伐期の用材生産とするかなどにより，地域純生産は著しく異なってくる。したがっ

て，地域における農・林業問の経済効果判定のために地域純生産を用いる場合には，前もってどの生産段

階までをとり!-.げるかを明確にしておく乙とがきわめて重要な問題となる。

第V章:計画化論~のワンステップとして，計画目標，計画主体，計画対象，吉，.画対象要因，計画前提

を文柱とした許|ー闘化のプレームワークを提示した。次1(.計画対象要因，計画前提は地域ごとに著しい地

域的差異=地域牲をあらわすので，乙れをとらえるためにまずもって地域性の意味を吟味し，さらに地域

性の内容を示す側面をかかげ，乙れによって地域性が検出される関連を，文献的考察によって明らかにし

た。地域画定の問題では，計画化との関連から，とくに最近における商品生産の急速な進展のもとでは，

それに適応した生産条件を満たした地域の広がりを画定する必要がある点を指摘した。地域純生産の把握

は，地域における林業生産活動の成果を総体として把握することであるが，計画化視点のもとでは，それ

だけにとどまらず，それが各生産要素へどのように分配されるかを吟味し，さらに地域内林業従事者所得

=計画対象を明らかにしていく手がかりを与える。したがって，地域純生産の把握は，上述の計画化のフ

レームワークを具体的なものとするに当たって重要な役割を果たす乙とになる。

最後に，今後地域林業計画化論をすすめる際は，地域林業計画の位置づけを，地域における全産業のも

つ諸計画，さらに国の総合経済開発計画との相互関連のもとで明らかにする点に重点をおいていく。また

計画化論を地域診断=基本的方向の提示の領域のみにとどめず，さらに地域設計の領域に拡げながら計画

化のために必安な諸問題を掘り下げてしベ。その場合，直ちに直面する問題として，地域内の個別経営の

主体的事情および各経営のもつ経営要素の利用上，流動化 lこともなう制限要因の摘出と除去の方法などが

予想される。
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付属資料一一八郷地域における地域林業純生産の推算過程と基礎数値一一

C1J 推算方法H の場合

(A) 第 1 次生産段階における地域純生産の推算

( 1 ) 地域粗生産

(a) 1 用材生産

第 1 表

販 売
種 J.llj 

(民) (国)

ス ギー 般 用 材材 3, 034 6, 902 
ヒノキー 般 用 506 17 

2 , 380 3, 699 
アカマツ梁 丸 480 パルプ・坑木用太材 1, 900 

(小 原計) (8, 300) (10, 618) 
薪 炭 木 1, 080 497 

(総 計) (9 , 380) (11 , 115) 

量 m'
7三まEプ 額

(計) 千円

9, 936 13 , 360 132, 745 
523 14 , 390 7, 526 

6, 079 9 , 110 55, 380 
480 7, 000 3, 360 

1, 900 5, 800 1 I. 020 
(18 , 918) 

1, 577 2, 300 3, 627 

(20, 495) (213 , 658) 
内訳(民) 86 , 361 

(園) 127 , 297 

(注) 1) 民有林地の用材生産量 8， 300m' は，現地調査資料一一八郷町森林区施業計画書(昭.37-42)

における年伐量一ーによった。なお，その場合の樹種別内訳は，同計画書の樹種別蓄積量比率

(%)一一スギ・ 36.6，ヒノキ・ 6. 1.アカマツ・ 57.3ーーによった。 薪炭原木量1. 080m' は，

同計画書のクヌギなど広葉樹林蓄積量の 1113 (伐期を 13 年と組、定)を用いた。国有林地用材

生産量については笠間営林署での調査資料によった。

2) 山元素材価格は，現地における間取り調査結果によった。ただしその場合，笠間営林署での

調査資料をも参考にした。

3) 生産量と販売量は等しいものとした。

(b )1 副産物利用

第 2 表

(注) 1) 生産量は，森林組合(八

種 Jjlj |販売量|山元価絡円 1 販売額千円 郷町)から茨城統計調査

事務所石岡出張所lζ照会
樹皮スギ皮 1, 800 Ill' 65 117 

をとりながら確定した。
ヒノキ皮材 700 Ill" 65 46 

その他竹 6， 000 束 250 1, 500 2) 生産量と販売量は等し
生ν イタケ 13, 000 kg 250 3, 250 いものとした。落葉類 2， 200 束 3.5 B 

3) 各種別のうち，落葉類
(合 計) 4, 921 は域内国有林地産からの

生産分であり，その他は

すべて域内民有林地からの生産分である。

( 2 ) 地域的失費(千円)

861 + 1.102 = 1. 963 

(注) まずはじめに，域内民有林地について求め一一「付表その 1 J 参照一一，そこで得た 861 (千円)

を民有林地用材生産量 9， 380 1ll'lC対する地域的失費とみなした。次 lζ，域内国有林地について求め

た。なお，今回は調査のつどう上， ζの失費iζ関する直接的な資料を得なかったので，乙乙では便

宜上，民有林地用材生産量に対する国有林地用材生産量比率二1. 28 を求め，乙れをさきの 861 (千



種
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円)に乗じてし 102 (千円)を求め， ζれを国有林地用材生産量のための地域的失費とした。したが

ってこれら Idij火費を合計したものが，上記の1.963 (千円)となる。

「付表その 1 J 一一域内民有林地における林業的失費のための推算資料一一

月IJ 計)

資本の償，却馬 物 林財業用具
荷木下 刈 車馬機 40 20 800 160 

千円

40 2.5 100 20 (斧， 鋸， 鎌料) 
14 53 742 148 nE 

チェンソー 9 125 1, 125 225 他

(小 計) 553 308 861 

(注) 0 荷馬車・木馬台数は，域内各製材工場の系列下にあるものを調べた。

0 下刈機，チェンソーの台数は，森林組合で調査した。

0 斧，鋸については，域内各製材工場，素材業者の系列下にある伐採労働者 50 人が，隔年に

しかもそれら器具総数の%を域外より調達するものとみなして求めた。

0 下刈鎌，肥料は， 1 年間の森林組合扱い実績分に業者扱いのもの(前者の 10 %をあてた)を

加算して求めた。

O 資本償却額算出の場合の耐周年数は，いずれの場合も 5 年とした。

0 林業機械用燃料などを物財のなかの"他"として扱い，このための費用には上記 2 つの物財

費項目一一林業用具と肥料 の合算額の 10% をあてた。

( 3 ) 地域純生康(千円)

F事 月 IJ

用材生産
副産物利用

第 3 表

粗生産

213 , 658 
4 , 921 

失費

1, 963 

純生産

211 , 695 
4 , 921 

(B) 第 2 次生産段階における地域純生産の推算

( 1 ) 地域和l生産

( a ) 2 製材

第 4 表

種 110 肌 7己且|価 格|価
m3 円/m3

害耳

千円

注 1) 製材生産量 5 ， 940m3 は，前掲(表一

1 )の域内民有林地で生産された製材

用一般用材 5， 920m3 , および域内薗有

林地から向けられた製材用一般用材

裂角(小 廃計類霊材) 

3, 572 
1, 184 
1, 184 

(5 , 940) 
製材 400 

16, 970 
15, 480 
17, 900 

2, 300 

60, 617 
18, 329 
21 , 194 

920 

2 ， 000m3 を合計し，それに製材歩止り

75 %を乗じて求めた。 また，上記

2 ， 000m3 の数値は，最近 5 か年聞にお

いて域内製材業者l己売り払われた域内

国有林立木売払量のうちの最低量 (2 ，(合 計) I (101 , 060) 

850m3 ) に造材歩止り 70% を乗じて求

めた。なお，ここでこの最低量数値を用いた理由は，実態から地域純生産を推算するという推

算方法E の立場を貫ぬこうとして，製材生産総量についても，これを域内製材工場における現

状の操業量二約 6， 000m3 K近づけようと考えたためにほかならない。

2) 価格のきめかたは，前記用材生産の場合と同じ。

3) 製材製品の生産比率(%)は，角類 (60) ，割類 (20) ，板類 (20) とした。
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製薪・炭2
 

)
 

l
D
 

(
 

その他の木材加工

II~~I 粁l 生産|粗生産工場数
千円/工場合計

おけ，竹かど， 11 ，~ 1 'U~ 1 
~I 47 I 1, 469 I げた台，建具など 11 "Tf 1 ',"TU7 1 

1) 工場数は，森林組合調ぺ。
2) 1 工場当たり粗生産については，現地

調査資料一一36年茨城県統計書一ーによ
って，八郷町における.. 3 人以下の事業

所の製造品出荷総額"から l 事業所当た

り出荷総額を求め，乙れを用いた。

69, 043 

表6 第

目IJ

(d)2 

Z歪

(注)

額

千円

3, 600 

(18, 790) 

15, 190 

表

森林組合調べ。

5 第

5J1j 

炭

粗雲薪!
(合計)

(注)

種

木

イ) :延雇用人員 145 名，

ロ) :職員数 3 名，

ノ、) :延雇用人員 8 ， 334 名，

ニ) :分収比率民 7 ・国 3 ，

(部分林約 250ha)

ホ) :国有林地元交付金など。

2) 調査機関:茨城県県南振興事務

所，八郷森林組合，笠間営林署

1) (注)

その他付加的地域所得

地域所得

千円

表7 第

( e ) 2 

Eリ

県営種子採取事業労賃
森林組合職員俸給
(小計)

国有林保有作業雇用労賃
部分林収益のうち地域住民取得分
その他

599 
540 

(1 , 139) 

12, 842 

イ)
ロ)

種

13, 981 計)(合

原料・地域的失費( 2 ) 

製

(注) まず域内 15 製材工場から， ほぼ

平均に近い操業状態にある S工場に

原料・失費 ついて，仕入れ関係をはじめ工場・
合計

営業経費および総売上高・利益金をd|  千円
I 5, 940 I 80, 調ぺた。その結果から，製材製品 l5, 940 

d当たり経費((イ)原木代， (ロ)物財

費，判資本の償却) =13 , 500円/m3を算出し，これを乙こでの原料・失費算出のための基礎数値と

した ( (イ) 350+(ロ) 48.5 十判 7.2 万円/300m3 = 13， 500円/m3) 。

表日

13, 500 

(a)2 

製材製品 1 m'当たり
原料・資本の償却と物財費

円

材

第

製薪・炭

表9 第

原料・失費合計

千円
9, 765 
2.320 

販売量計メ益、
仁1物財費原木代

31 ， 000俵
80， 0∞束

315 円/俵
29 円/束

35 280 
28 

(12 , 085) 

。
“)

 

'
h
u
 

(
 

別種

炭
薪

木

計(合

(注)
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(d )2 その他の木材加工

'!1f~ 10 表 (注) まず，前記(表-6) の l 工場当

工場数|原料失費|失費合計
たり地域組生産1. 469 丁円!r.占める

蒋; 男iJ 地域的失費比率を推定するため，そ
千円/1 工場 千円

の粗生産を挙げるに要した原材料・
おげけム，竹かど

47 1, 155 54 , 289 物財・資本の消耗を知る必要があた口，建具
など る。しかし粗生産の場合と同じ工場

規模については乙れに必要な統計数値を求めえなかったので，ここでは便宜的に， 4 ~ 9 人規模の

事業所県平均=78.6%を用いた。 したがって， 1 工場当たり地域的失費は， 1 ， 469XO.786= 1. 155

千円と推定した。

( 3 ) 地域純生産(千円)

第 11 表

種別 |粗生産|原料・失費|純生産| 種 別 |組生産院料・失費|純生産
製 材 1 101 , 0601 80, 190 1 20, 870 11その他の木材加工1 69 , 043 1 54 , 289 1 14 , 754 
製薪炭 1 18, 790 1 12, 085 1 6 , 705 11その他付加的地域所得1 13, 981 1 一 1 13, 981 

C2J 推算方法Eの場合

(C) 第 l 次生産段階における地域純生産の推算

( 1 用材生産

第 12 表

理 l
 

l
h
 

阪

(民)

量 (1113 ) I 
(国) I 

(計)
日

d
 
{
 

回{
 

)
 

格
問

額

(千円)

一般用材
ス ギ 19, 945 2 , 620 22 , 565 13, 360 301 , 468 
ヒノキ 2 , 475 4 , 165 6, 640 14 , 390 95 , 550 
アカマツ 13, 075 3, 270 16, 345 

内訳 レ般芸丸用)原材太 8 , 273 
9, 110 75, 367 

梁 1 ， 635 7, 000 11 , 445 
ノリ 木 5, 800 37 , 335 坑 6 ， 437

(小計) (45 , 550) 

木炭原木
クヌギ 1, 238 380 1, 618 2, 300 3, 721 

チップ原木 10, 671 1, 400 14 , 939 

合計 民
υ

勺
40

0
 

, Q
d
 

q
u
 

R
υ
 

(注) 1) 域内民有・国有林地総面積は，推算方法 H の場合と変わりないものとした(前者 4 ， 553 ha , 

後者1. 510 ha) 。

2) 樹種別面積について:民有林地は前掲資料の八郷町森林区施業計画書(昭. 37~42) によっ

た。国有林地は，直接乙れに用いうる資料を求め得なかったので， ここでは便宜上， 36 年度

東京営林局事業統計書51) より，笠間営林署管内茨城県分の"樹種別人工林比率"を用いた。乙

の結果，国有林地1.510 haの内訳を，スギ 275，ヒノキ 631，アカマツ 476，クヌギ等広葉樹

128 と想定した。また民有林地 4 ， 553 haについては，まずはじめに，スギ 860，ヒノキ 269 ，

アカマツ1. 981.クヌギ1. 443 と想定し，つぎに，以下の理由で，スギとクヌギ林地面積を修

正した。すなわち，木炭生産規模を推算方法E の場合の1/2 (二 15 ， 500俵) !ζ縮減するものと

し，そのため不要となった林地をスギ用材林地造成のために転換するものと想定した。なお，

転換可能クヌギ林地の推定はつぎのとおり。いま製炭原木 1 m3から木炭(黒) 12.5 俵が生産可
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能とすると， 15 ， 500 俵所要原木材積はし 240111"，また所要立木材積は 1 ， 240x 1/0. 9 = 1. 376m" 

となる。 乙れは ha ・年平均収穫量を 3. 3m' とする場合のクヌギ林地面積 417 ha に相当する。

したがって，推算方法 H の場合のクヌギ等広葉樹林地1. 443-417 二1， 026ha がスギ林地Iζ転換

可能となる。

よって，スギ林地面積を 860 十 L 026= L 886 ha !C，また，クヌギ林地面積を上記の 417 haに

それぞれ修正して用いた。

3) 伐期(年)について:民有林地については，上記施業計画書によって，スギ 40，ヒノキ 45，ア

カマツ 30。また，国有林地の場合は，現地調査資料一一茨城経営計画区第 2 次経営計画書笠間

事業区(昭.34-39) によって，スギ50，ヒノキ 60，アカマツ 40 と想定した。なお，クヌギに

ついては，民有・国有林地ともに 13 とした。

4) 収穫表の適用について:民有・国有という所有形態の相違Kかかわらず，域内の林地はすべ

て林分収穫表の適用を可能とする施業が行なわれているものとした。そこで次の樹種別適用収

穫表的制40) (地方名)を用いた.スギ・茨城地方，ヒノキ・関東地方，アカマツ・磐城地方。

5) 年・ ha当たり収穫量 (m') について:上記 3) ， 4) から，民有林地においては， スギ 14. 1.

ヒノキ 9.2，アカマツ 8.80。 また， 国有林地においては， スギ 12. í ， ヒノキ 8.8，アカマツ

9.16 となる。

6) 生産量と販売量は等しいものとした。なお，アカマツについては，その内訳(%)を一般用

材 50，梁丸太 10，パルプ・坑木用原木 40 とした。

7) 山元士場渡し素材価格のとり方は，推算方法 E の場合と同じ。

8) チップ原木として， 用材生産にともなう林地残材 (7 ， 500m3 )一一全残材の 50 %ーーと，製

材廃材 3， 700m3--全廃材の 80 %ーーを利用するものと想定した。 なお， これらチップ原木

を扱うためには，年産 3 ， 360 m3 (月1. 000 石)のチップ工場(1工場当たり，建物・機械見積

額 500 万円，従業員 10 名)を，新たに域内に 10 工場立地させるとの想定を必要とする。また

原木 1 m'よりチップ 3 m3の生産が可能とする。

( 2 副産物利用(千円)

4, 921 x 2. 5 = 12 , 308 

(注) 副産物の伸び率としてととでは，推算方法H における用材の粗生産額 (218 ， 579 千円)に対する

推算方法Eにおける用材の粗生産額( 539 , 825 千円)の倍率= 2.5 を用いた。

( 2 ) 地域的失費(千円)

1. 963 x 2. 5 = 4, 908 

(注) 失費増の係数 2.5 の算出基礎は，上掲⑥z の場合と同じ。

( 3 ) 地域純生産(千円)

種 l.lIJ 

用材生産
副産物利用

第 13 表

粗生産

539, 825 
12, 303 

(0) 第 2 次生産段階における地域純生産の推算

( 1 ) 地域的粗生産

③2 製材

失 費

4, 908 

純生産

535 , 114 
12, 303 
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種別

角類
割類
板類

(合計)

第 14 表

製材量

(12.000) 也三2三
地残材一一全残材量の 50 %によるものとした。

(注) 1) 製材生産は，上記 @1 の用材生産

量の 35 %=16. 000 m3 を製材用原木

として利用し，推算方法 H の場合

(6.000m3 ) の 2 倍の生産規模を想定

した。

2) チップ生産所要原木のうち40%は

製材廃材 全廃材量の 80 %利用ー

によってまかない，残り 60 %は林

3) 製材歩止り (0.75). および製材製品の生産比率(%)一一角類 (60) .割類 (20) .板類 (20)

一一，ならびに価格関係はいずれも，推算方法E の場合と同じ。

4) 生産量と販売量は等しいものよした。

⑥z 製炭

15.500(俵) x 490 (円)=7.595(千円)

(注) 生産量は惟算方法E の場合の%とした。

@2 チップ生産

第 15 表

ナップ原木|チップ生産量| 価

Tn31 m31 

10.671 I 払 013 I 

( 2 その他の木材加工(千円)

69.043 x 2 ニ 138.086

額

千円

192.078 

(注) 粗生産規模は，推算方法H の場合の 2 倍とした。

@)2 その他付加的地域所得(千円)

13.981 x 2.7 =37.749 

(注) 原木量の内訳は，さきにも述べたが，

製材廃材の 80%=3. 200m" と，林地残材

の約 50 %に相当する 7.471 m3 とした。

なお，原木 1 ni'当たりチップ生産量は 3

m3 とした。

(注) 係数 2.7 は第 l 次生産段階から第 2 次生産段階の"その他の木材加工"までを累汁した地域林業

粗生産客員の准算方法E の場合 (407.472千円)に対する推算方法Eの場合(1 .092. 183千円)の増大

比率 IC相当する。

( 2 ) 原料・地域的失費

@2 製材

12. OOOm' X 13. 500円 =162.000千円

(注) 13.500円は (8) 項での記載と同じく，製材製品 1nl当たりに要する原水代，物財費および資本

の消耗合計額を示す。

⑥z 製炭

15.500 (俵) X 315 (円)=4.883(千円)

(注) 315 円は. (B) 項での記載と同じく，木炭 l 俵を生産するに要する原木代，物財費および資本

の消耗合計額を示す。

@2 チップ生産

32. 013m' X 1. 043円 =33.390千円

(注) 1. 043 円の内容は，チップ 1 m3当たり所要原木代=467 円(前述のチップ原木 1 m'当たりし 400円
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を，同じく前述した原木 1 m3より 3 m3のチップ生産が可能とした係数=3 の逆数を乗じて求めた) , 

および同じくチップ 1 m3当たりの生産lζ要する物財費と資本の消耗合計額 = 576 (乙の基礎は，月

1, 000 石生産工場の操業資料55) より乙れら失費がチップ石当たり 160 円と推算しえたので，乙の結

果をm3当たりに換算して求めた)の合計額である。

( 2 その他の木材加工(千円)

54, 289 x 2 = 108, 578 

(注) 粗生産規模を推算方法 E の場合の 2 倍としたことにともなって，原料・失費も 2 倍した。

( 3 ) 地域純生産(千円)

第 16 表

種 JJIJ 担I 生産 原料・失費

製製チ 炭産材 202 , 296 162, 000 
7, 595 4 , 883 

そそのの他ッ他付の加プ木的地材生域加所工得 192, 078 33, 390 
138, 086 108, 578 
37, 749 

第 17 表 総括その 1 一一推算方法E の場合一一

( 1 ) (1') ( 2 ) ( 2') ( 3 ) 

種 5J1J 地組生域産 失地域費的 地域
(同累計) (同累計) 純生産

(A) 第 l 次生産段階一一林業一一

((a))l 用産材生産|| 213, 658 1, 963 211 , 695 
bJl 副 物利用 4, 921 (218 , 579) (1 , 963) 4 , 921 

(8) 第 2 次生産段階一一林業一一 原料的 ・地
域失費

((a)z 製製 材炭 101 , 060 ((3I9, 6399) ) 80, 190 (87 , 15B3) ) 20, 870 
b )2 18, 790 338, 42 12, 085 (94 , 23 6 , 705 
d )2 その由謀の務木者材的加1 69 , 043 407 , 472) 54 , 289 (148 , 527) 14, 754 

( e)2 その他 地域 13, 981 (42\ , 453) (148, 527) 13, 981 

(注) 1) 林業の場合の (4) = (3') -域内林地総面積 (6 ， 063ha)

純生産

40, 296 
2 , 712 

158, 688 
29, 508 
37, 749 

(単位千円)

( 3') ( 4 ) 
ha当たり

(同累計) 地純生産域

((21 l , 695) ) 34.9 
216 , 616 35.7 

(237 , 486) 39.2 
244 , 191) 40.2 
258, 945 42.7 

(272 , 926) 45.0 

2) 記号 I~vnは，それぞれ休業において選択される生産方法の表示である。

ただし，その内容については，本文第IV章で説明した。

第 17 表 総 括その 2 一一推算方法皿の場合一一 (単位子円)

( 1 ) (1') ( 2 ) ( 2') ( 3 ) ( 3') (4 ) 

種 JJIJ 地域 (同累計) 失地域的費 (同累計) 地純生域産 (同累計)
ha地当た

粗生産 純り生産域
(C) 第 l 次生産段階一一林業一一

(( l 1 用産材生産|| 539, B25 4 , 908 534 , 917 (534, 9107) ) 88.2 
副 物利用 12， 303 (552, 128) (4 , 908) 12, 303 (547, 22 90.3 

(D) 第 2 次生産段階一一林業一一 原料的 ・地
域失費

製製 材炭 202, 296 
(((7796 55 4, 424) 

162, 000 (166 , 908) 40, 296 (587 , 516) 96.9 
7, 595 2, 019) 4 , 883 (171 , 791 2, 712 590, 228) 97.3 

ナ ッ他他鴻のプ本J牛Ú[]産 192, 078 4, 097) 33, 390 205 , 181 158, 688 (748, 916) 123.5 
その 工 138, 086 (1 , 092 , 183) 108, 578 313 ， 75ヲ) 29, 508 (778 , 424) 128.4 

( 2 その 的地域 37, 749 (1 , 129, 932) (313 , 759) 37, 749 (816, 173) 134.6 

記号

H 

E 
IV 
VI 

vn 

têでR7 

I 
H 

E 
IV 
V 
VI 

市唖
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Studies on the Economic Indexes for Classification of Land-use 

一一一 Preliminary consideration for regional planning. 一一

Tadao TAKAGI and Shir� YOSHIZAWA 

(R駸um�) 

In this report we joined a cooperative research group to study the method of classi五cation

of land-use , and intend to regulate the results of its studies and show the reason why we 

desired to direct our study toward regional planning , and to considering preliminary problems 

of planning. 

Our attention is focused on regional net product in this report. According to “ the method 

of classif�ation of land-use" , it is used as a last index among many economic indexes, and 

has the important function of regulating the competition for land uses among agriculture , 

grazing , and forestry. 

Chapter 1, handles the concept of net product. Net product, which is a fundamental conｭ

cept of regional net product , is a concept to catch whole results of production and is di百erent

from return , that net product is distributed to each production factor , namely , a concept 

of functional distribution , and different from income , that net product is distributed to the 

offerer of services of production factors , namely , a concept of personal distribution. The 

characteristics of forestry in a region have been analyzed from the point of view of regional 

net product in many publications. An approach in this report is the same as those ; therefore, 

at f�st we show the outline of the approach toward the problems by studying many published 

works. 

In chapter 11, the background, in which land-use classif�ation is requested, is clarif�d from 

the following two aspects. On the one hand, in parallel with development of national economy , 

a high-degree intensive use of land is always requested , and competition for land use among 

industries, especially between agriculture and forestry as land use industries, will be severe. 

On the other hand , a period of production in forestry is very long, and capital invested in 

forestry is 五xed for a long time , so the stability of land use over a period of many years is 

very necessary for production in forestry. 

Next , economic indexes for classif�ation of land use are examined. In this examination, we 

pick up land net return , lan:d use income , national net product per hectare and regional net 

product per hectare , and clarify their mutual relation. After doing this, we point out in 

conclusion that land net return and land use income are adequate indexes to judge the effect 

of land use in minor land use, for example, in each land use of agriculture , grazing, and 

forestry. But when the scale common with each land use is requested for regulating the 

competition for land uses , national product and regional net product are appropriate indexes, 

especially , the latter, which can comprehensively indicate the net product in a region in which 

competition problems take place, is a very effective index. 

Regional net product takes an important position in the method of classi五cation of land-use. 

At the last stage in the classifìcation, measurement of it comes into question. Therefore, in 
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chapter III , fundamental items to be considered in measurement (region , stage of production , 

prices and calculating formula) , procedure of measurement and the problems to be expected in 

future are investigated. One of the problems to be expected in future is a range of region 

which has a close connection with taking production stage. The other is whether public 

investment must be treated as cost in measurement or not; in other words , how to deal with 

the e妊ect of public investment. 

ln chapter IV , as one step of applying the method of classi五cation of land use to real 

region , we show a concrete procedure of 五eld survey in order 10 measure r巴gional net product 

and the interim consequence of measurement of regional net product which was sllrveyed at 

some region in lbaraki prefecture. These measurements are done in two ways. First measureｭ

ment is based on real land use (present analysis) and the other is based on improved land llse 

in which the possibility of land use is expected and the development of its regional agriculture 

and forestry is ìntended , based on historical and real land use of its region (possibility analysis) 

But, according to the method of classi五cation of land・ use ， these measurements have the 

limitation that scienti凸c land resollrce survey over whole area of the region and indication of 

land llse capability for each 'land use did not have before this measurement. 

From the consequence of the measurement , we show two points in connection with prodllctｭ

ion stage. The first point is that , reflecting the character of forest prodllcts as raw material , 

the increasement of regional net product in the secondary stage of production is remarkable as 

compared with other stages of production in forestry. The second point is that an amount of 

regional net product in the primary stage of production depends on land use form , in other 

words , organization structure. Concretely , an amount of regional net product is very variable 

by land use forms; for example , in agriculture whether we take only cereals production as 

land llse form , or capital intensive land use forms which inclllde fruit prodllction and stock鋼

breeding; in forestry , whether we take wood for fllel and charcoal as land use form , or timber 

production with long 五nal clltting, or with short 五nal cutting. Therefore, when regional net 

product is used as the index for judging superiority or inferiority of economical e妊ect between 

agriculture and forestry , it is very important to cJarify previously the stage of production in 

which measurement of regional net product is done. 

In chapter V , as one step toward planning, a framework of planning, which consists of 

goal , subject , object , factors of object and premise of plan , is given. Next , factors of object 

and premise of plan represent remarkable regional di妊erence， namely , regional character. 

Therefore , in order to catch this regional character , at 五 rst we examine the meaning of it , and 

we give a few aspects of its content. And we clarify by literatural consideration that the 

regional character is analyzed by a few aspects of its content. 

When we determine the range of region in connection with planning , we mllst settle the 

range of region to be su伍cient for conditions which are adaptable for quick development of 

commodity production nowadays. From the point of view of planning , to grasp regional net 

prodllct is not only to catch the reslllts of productive activity in forestry as a whole , but also 

to cJarify how they are distributed to each production factor , and to give a clue to clarify 

income of forestry workers in the region. Therefore, it performs an important role for setting 

the framework of planning mentioned above to grasp regional net product. 

Finally , when we continue the study of regional planning of forestry from now , we must 

place great emphasis on clarifying the position of its regional forestry planning in connection 

with plannings of other industries in the same region , and with plannings of national synthetic 
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economic development. Moreover , without limiting lhis study of planning within the field of 

region diagnosis , namely , showing the fundamental direction of its regional development , we 

think that we must expand this study lo the 五eld of region design, and investigate many 

problems which are necessary for planning 白 In that case , as problems which we face at once , 

the internal conditions of private management in its region , and the method to pick up and 

exclude factors restricting movement of production factors in its private management, are 

expected. 


